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委
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會
答
申
の
差
異
お
よ
ぴ
今
次
の
改
正
　
　
（
五
）
　
要
　
　
約

六
、
結
　
　
　
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
輌
　
地
方
公
共
團
髄
の
行
使
す
る
椹
限
の
本
質
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
分
野
に
關
す
る
研
究
は
ド
イ
ッ
に
お
い
て
十
九
世
紀
な

か
ば
頃
よ
り
さ
か
ん
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
（
地
方
自
治
椹
理
論
）
は
、
フ
f
ン
ス
革
命
の
自
然
法
思
想
を
、
あ
る
い

は
、
ド
イ
ツ
固
有
の
歴
史
的
現
象
を
そ
の
基
礎
に
求
め
、
ま
た
は
、
英
國
地
方
制
を
範
と
し
こ
れ
に
封
し
理
論
構
成
を
な
さ
ん
と
す
る
等
多
岐
に

わ
た
る
も
の
で
あ
る
。



　
一
方
、
こ
の
地
方
自
治
権
を
い
か
に
み
る
か
に
よ
り
、
地
方
制
度
の
大
綱
も
必
然
的
に
え
が
き
だ
さ
れ
る
。

　
ひ
る
が
え
つ
て
、
我
が
國
の
地
方
制
度
を
み
る
に
、
そ
れ
は
我
が
國
固
有
の
も
の
か
ら
、
ド
イ
ッ
の
制
度
の
縫
承
お
よ
び
同
化
、
さ
ら
に
米
英

的
制
度
の
囁
取
と
三
轄
し
、
他
方
地
方
自
治
僅
理
論
は
ド
イ
ツ
流
の
理
論
を
基
と
し
展
開
さ
れ
一
鷹
の
結
論
に
到
達
し
た
感
が
あ
つ
た
。
し
か

し
、
新
憲
法
が
制
定
せ
ら
る
る
や
、
こ
の
憲
法
の
述
べ
る
地
方
自
治
の
理
念
は
、
は
た
し
て
從
來
の
多
歎
読
た
る
理
論
構
成
で
充
分
読
明
し
う
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
、
換
言
す
れ
ば
、
新
憲
法
下
の
地
方
自
治
椹
は
い
か
な
る
も
の
と
み
、
か
つ
、
地
方
制
度
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
が
問
題
と
さ

れ
る
に
い
た
つ
た
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
我
が
國
地
方
制
度
の
攣
遷
の
研
究
に
先
立
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
地
方
自
治
穫
理
論
の
展
開
を
概
観
し
て
お
く
。

　
ニ
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
地
方
自
治
権
理
論
の
研
究
は
、
當
時
の
官
僚
的
專
断
的
國
家
政
策
に
反
封
す
る
た
め
立
法
論
と
し
て
唱
え
ら
れ
た
學
読

に
端
を
稜
し
、
そ
の
後
、
各
立
場
か
ら
さ
か
ん
に
論
孚
さ
れ
、
我
が
國
に
お
い
て
も
早
く
か
ら
こ
れ
等
諸
理
論
が
承
糧
さ
れ
、
諸
學
者
に
よ
り
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

く
の
成
果
が
獲
表
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
等
諸
理
論
は
大
別
す
る
と
、
國
家
と
地
方
團
髄
の
關
係
を
、
「
地
方
團
艦
と
は
自
己
に
固
有
な
獲
生
過
程
を
も
つ
國
家
内
の
肚
會
的
事
實
を

基
礎
と
し
て
、
國
家
よ
り
凋
立
な
る
穫
力
を
も
つ
團
膣
」
（
猫
立
読
）
と
み
、
あ
る
い
は
、
「
む
し
ろ
技
術
的
な
國
家
立
法
の
所
産
と
し
、
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

つ
て
、
そ
の
椹
限
を
國
家
よ
り
委
託
さ
れ
た
團
髄
」
（
委
託
読
）
と
読
明
す
る
読
に
わ
け
う
る
。

　
而
し
て
、
前
者
た
る
獅
立
読
は
そ
の
理
論
構
成
に
あ
た
り
、
ラ
ラ
ン
ス
革
命
時
の
自
然
法
的
思
想
に
根
橡
を
求
め
（
国
9
審
舞
）
、
ま
た
は
、
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

イ
ツ
中
世
の
歴
史
的
事
實
を
援
用
す
る
（
Q
凶
霧
溶
）
。
こ
の
歴
史
的
事
實
と
は
中
世
の
都
市
時
代
の
國
家
内
に
お
け
る
諸
都
市
の
凋
立
を
さ
す
。

し
か
し
、
近
代
的
統
一
國
家
に
あ
つ
て
は
、
當
時
の
特
穫
契
約
に
基
く
都
市
の
樺
限
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
現
代
に

お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
都
市
の
有
し
て
い
た
固
有
の
椹
利
（
お
よ
び
こ
の
穫
利
行
使
の
封
象
た
る
固
有
事
務
）
を
既
得
穫
と
し
、
こ
れ
を
基
礎

と
し
て
近
代
的
意
味
の
固
有
事
務
を
立
法
上
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
を
み
い
だ
し
う
る
。

　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
憂
遜
に
つ
い
て
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攣
遷
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
（
五
九
二
）

　
か
く
の
ご
と
く
、
近
代
的
統
一
國
家
は
國
家
目
的
實
現
の
た
め
、
國
家
（
中
央
政
府
）
と
地
方
團
髄
の
協
力
を
要
求
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

さ
い
現
わ
れ
た
地
方
自
治
灌
思
想
も
、
近
代
的
意
義
に
お
け
る
國
家
と
地
方
團
艦
と
の
關
係
の
一
表
現
と
い
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
爾
者
の
關

係
に
つ
き
蜜
鱒
β
三
の
α
、
毘
樋
①
霧
9
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
革
命
時
の
政
治
思
想
に
お
け
る
國
家
封
人
民
の
關
係
を
地
方
自
治
に
移
し
、

自
治
行
政
の
要
諦
は
地
方
團
膿
に
最
大
の
自
由
を
享
有
せ
し
め
、
そ
の
特
殊
利
釜
の
充
足
を
も
つ
て
、
同
時
に
、
國
家
利
釜
の
充
足
を
保
障
す
る

　
　
　
　
　
（
4
）

に
あ
る
と
い
う
。
而
し
て
、
こ
の
思
想
は
即
o
辞
①
簿
に
よ
り
そ
の
盤
ド
イ
ツ
に
移
入
さ
れ
た
が
、
學
読
の
進
展
と
共
に
こ
の
思
想
は
著
し
く
ド

イ
ッ
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
國
家
組
織
の
な
か
に
固
有
の
権
利
範
園
を
も
つ
猫
立
的
小
組
織
髄
の
存
在
を
彊
調
し
、
こ
の
團
膿
を
通
し
て
個
人

の
自
由
を
間
接
的
に
國
家
よ
り
保
護
せ
ん
と
し
た
。

　
要
す
る
に
、
猫
立
論
の
骨
子
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
自
然
法
的
読
明
に
よ
る
も
、
歴
史
的
に
考
察
す
る
も
、
地
方
團
艦
に
固
有
の
支
配
椹
を
主
張

す
る
黙
一
致
し
て
い
る
。
而
し
て
、
こ
の
固
有
の
人
格
は
血
縁
團
膿
か
ら
地
縁
團
腱
へ
、
さ
ら
に
現
在
の
ご
と
き
組
織
を
ゆ
う
す
る
地
方
團
髄
へ

と
進
展
し
て
き
た
事
實
（
自
然
法
的
に
み
れ
ば
地
方
團
艦
の
存
在
は
超
時
間
的
な
原
理
で
あ
P
、
上
記
の
事
實
ぱ
よ
く
こ
の
原
理
を
護
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
）

に
基
く
。
ま
た
、
固
有
の
支
配
権
に
か
ん
し
上
述
の
ご
と
き
地
方
團
髄
と
い
う
政
治
團
髄
の
存
在
は
、
當
然
に
そ
の
構
成
員
の
個
別
的
意
志
に
ま

さ
る
全
髄
意
志
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
團
髄
固
有
の
政
治
的
意
志
を
生
ず
る
。
國
家
は
こ
の
固
有
の
支
配
櫨
を
承
認
し
、
制
限
し
う
る
が
、
創
造
し
、

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

委
託
し
え
ぬ
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
凋
立
読
に
封
し
、
激
し
く
封
立
す
る
も
の
と
し
て
委
託
詮
が
あ
る
。
而
し
て
こ
の
論
は
、
の
p
①
一
警
が
英
國
地
方
制
度
を
研
究
し

こ
れ
に
基
き
樹
立
し
た
學
読
を
、
法
律
學
上
の
學
読
と
し
て
修
正
承
轡
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
O
冨
①
一
警
は
自
治
行
政
の
概
念
を
、
國
家
の
法
律
に
よ
り
地
方
税
を
も
つ
て
名
碁
職
の
行
う
地
方
的
國
家
作
用
の
執
行
と
論
明
す
る
。
し
か
し
、

學
者
は
一
般
に
こ
の
概
念
を
も
つ
て
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
、
法
律
學
的
概
念
と
し
て
は
、
地
方
自
治
と
は
地
方
團
盤
が
國
家
の
委
託
を
う

け
、
國
家
の
利
釜
の
た
め
に
國
家
の
行
政
を
行
う
作
用
で
あ
る
と
定
義
す
べ
き
も
の
と
な
し
、
そ
の
特
色
を
主
膣
が
異
る
地
方
團
艦
な
る
組
織
法



　
　
　
　
　
　
へ
6
）

的
性
質
に
求
め
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
論
に
よ
る
と
、
法
人
た
る
地
方
團
髄
の
存
在
は
國
家
が
欲
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
つ
、
そ
の
限
度
で
認

め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
行
政
は
國
の
事
務
の
執
行
で
あ
り
、
地
方
團
艦
の
機
關
が
地
方
團
燈
の
負
捲
に
お
い
て
執
行
す
る
黙
官
治
行
政
と
異

る
が
、
地
方
團
髄
の
機
關
の
行
う
事
務
の
な
か
に
固
有
事
務
（
獅
立
論
の
論
者
の
主
張
す
る
．
こ
と
ぎ
）
の
存
在
す
る
こ
と
は
こ
れ
を
認
め
な
い
。

　
學
読
と
し
て
の
委
託
読
は
、
凋
立
読
を
批
制
す
る
立
場
か
ら
進
展
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
委
託
読
の
論
者
は
凋
立
読
を
肚
會
的
事
實
と
法
概
念

と
を
混
同
し
て
い
る
と
攻
撃
す
る
。
す
な
わ
ち
、
肚
會
生
活
上
固
有
の
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
地
方
團
髄
も
、
法
概
念
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め

に
は
法
認
識
を
必
要
と
す
る
。
而
し
て
、
こ
の
法
認
識
を
な
す
も
の
は
國
家
で
あ
る
か
ら
、
地
方
團
騰
の
法
人
格
は
國
家
の
法
的
創
造
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

一
髄
、
地
方
團
膿
の
固
有
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
も
の
は
、
法
人
格
そ
の
も
の
で
恋
く
、
法
人
格
の
實
龍
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
も
つ
と
も
、
こ
の
二
學
論
の
封
立
は
、
根
本
に
お
い
て
、
濁
立
詮
は
當
時
の
自
然
法
的
思
考
方
法
を
背
景
と
し
、
立
法
論
と
し
て
稜
達
し
て
き

た
の
で
あ
り
、
委
託
読
は
そ
の
後
興
隆
し
た
法
實
謹
主
義
に
則
り
、
全
く
の
解
繹
論
と
し
て
濃
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
黙
に
基
ず
く

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
解
繹
論
と
し
て
委
託
詮
を
と
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
解
繹
論
な
る
が
故
に
實
定
法
規
と
い
う
侵
す
こ
と
の
で
き
ぬ
枠

が
存
在
す
る
。
一
方
、
多
く
の
立
法
例
は
、
地
方
團
艦
の
行
う
事
務
を
必
ず
し
も
同
一
性
質
の
も
の
と
み
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
地
方
團
髄
濁
自

の
利
釜
に
關
す
る
事
務
と
、
國
家
に
關
す
る
事
務
で
は
あ
る
が
地
方
團
膿
に
便
宜
虚
理
さ
せ
る
事
務
の
二
種
を
認
め
る
つ
こ
の
た
め
、
委
託
論
を

と
る
學
者
の
多
く
は
、
根
本
に
お
い
て
地
方
團
膿
の
政
治
的
支
配
権
が
國
家
よ
り
傳
來
し
國
家
の
委
託
に
よ
る
こ
と
を
主
張
し
つ
つ
も
、
地
方
團

膿
が
國
家
的
行
政
作
用
の
他
に
、
國
家
利
釜
と
矛
盾
し
な
い
限
度
に
お
け
る
地
方
團
騰
特
殊
の
利
釜
に
か
ん
す
る
作
用
を
も
行
い
得
る
も
の
な
る

こ
と
を
承
認
す
る
。

　
ド
イ
ッ
に
お
け
る
地
方
自
治
椹
理
論
の
攣
遷
は
大
要
右
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
我
が
國
に
お
い
て
地
方
團
髄
は
い
か
に
み
ら
れ
て
き

た
か
。
右
の
三
種
の
學
詮
の
何
れ
に
よ
り
論
明
す
る
の
が
愛
當
で
あ
ろ
う
か
、
將
亦
自
治
は
存
在
し
な
か
つ
た
か
、
次
章
以
下
に
お
い
て
地
方
制

の
攣
遷
を
た
ど
り
乍
ら
、
地
方
團
髄
は
國
家
に
よ
り
い
か
に
み
ら
れ
て
き
た
か
を
の
べ
よ
う
。

　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
憂
遷
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
五
九
三
）



　
　
我
が
．
國
地
方
制
の
攣
遷
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
五
九
四
）

（
1
）
　
た
と
え
ば
、
宇
賀
田
順
三
「
地
方
自
治
の
基
本
問
題
」
渡
邊
宗
太
郎
「
地
方
自
治
の
本
質
」
又
は
随
氏
の
「
地
方
自
治
の
本
質
に
關
す
る
研
究
」
（
法
學
論

　
　
叢
廿
三
巻
五
・
六
號
、
昭
和
五
年
）
宮
澤
俊
義
「
固
有
事
務
と
委
任
事
務
の
理
論
」
田
上
穰
治
「
自
由
擢
自
治
穫
及
が
自
然
法
」
等
々
。

（
2
）
　
渡
邊
宗
太
郎
「
自
治
行
政
の
肚
會
的
基
礎
と
法
形
式
」
（
行
政
法
に
於
け
る
全
髄
と
個
人
）
一
九
頁

（
3
）
9
』
Φ
一
一
冒
¢
ぎ
Oo
誘
ε
菖
α
霞
霊
ε
Φ
犀
江
く
⑦
目
α
矯
①
暮
＝
魯
①
賢
國
Φ
魯
δ
Φ
凶
卜
硅
野
ψ
曽
“
や
但
し
、
後
に
は
爾
者
互
に
融
合
す
る
。

（
4
）
　
国
即
房
o
げ
Φ
F
U
一
①
ω
Φ
一
び
oo
貯
＜
Φ
門
名
曽
詳
5
昌
磯
官
唱
9
客
凶
曽
げ
Φ
弓
q
昌
含
甘
巳
箸
冨
o
げ
Φ
吋
｝
W
Φ
α
Φ
9
什
q
昌
四
一
■
Q
o
り
o
o
鳩
Oo
・
自
騰
．
伺
こ
の
思
想
は
弓
二
婦
α
q
O
ダ

　
　
嗜
㌻
o
百
3
げ
等
に
よ
り
受
纒
が
れ
、
　
一
七
八
九
年
の
國
民
集
會
に
お
け
る
地
方
制
改
革
案
中
に
表
朋
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
渡
邊
、
前
掲
論
叢
八
九
二
頁

（
6
）
　
田
上
、
前
揚
九
八
頁

（
7
）
　
渡
邊
、
前
掲
論
叢
八
九
二
頁

二

　
階
　
我
が
國
の
地
方
制
度
は
第
一
章
に
お
い
て
も
少
し
く
鰯
れ
た
．
こ
と
く
、
幾
多
の
攣
遷
を
へ
て
き
て
い
る
。
而
し
て
、
こ
の
攣
化
は
各
時
代

に
お
け
る
政
府
の
基
本
政
策
の
反
映
で
あ
り
、
地
方
制
度
の
み
を
分
離
し
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
紙
面
の

關
係
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
等
背
景
は
便
宜
省
略
す
る
。
た
だ
、
政
府
の
基
本
政
策
も
考
慮
に
い
れ
地
方
制
度
の
攣
遷
を
大
別
し
て
次
の
五
時
代
に

　
（
1
）

わ
け
（
勿
論
各
時
代
毎
に
さ
ら
に
細
分
し
う
る
）
、
大
略
こ
の
時
代
匝
分
に
し
た
が
い
稿
を
す
す
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
一
、
明
治
維
新
時
代
か
ら
明
治
廿
一
年
の
地
方
制
々
定
に
い
た
る
「
地
方
自
治
制
の
原
始
時
代
」

　
二
、
明
治
廿
一
年
の
地
方
制
々
定
か
ら
昭
和
六
年
頃
ま
で
の
「
近
代
的
地
方
自
治
制
の
形
成
時
代
」

　
三
、
昭
和
六
年
頃
よ
り
十
八
年
に
い
た
る
軍
國
主
義
的
・
專
制
官
僚
統
制
的
支
配
に
よ
る
「
地
方
自
治
制
の
危
機
時
代
」

　
四
、
昭
和
十
八
年
よ
り
終
戦
ま
で
の
「
地
方
自
治
制
の
戦
時
態
勢
時
代
」

　
五
、
終
戦
後
よ
り
現
在
に
い
た
る
「
地
方
自
治
の
確
立
お
よ
び
民
主
化
時
代
し



　
（
1
）
　
田
中
二
郎
、
「
新
憲
法
と
地
方
自
治
」
三
九
頁

　
二
　
明
治
維
新
の
改
革
に
よ
り
我
が
國
の
政
治
制
度
は
、
各
方
面
に
わ
た
り
大
改
革
が
企
て
ら
れ
た
、
地
方
制
度
も
亦
こ
の
例
に
洩
れ
ず
著
し

く
改
革
さ
れ
た
が
、
明
治
廿
一
年
（
四
月
＋
七
日
）
の
市
制
町
村
制
の
公
布
以
前
の
、
い
わ
ゆ
る
、
地
方
自
治
制
の
原
始
時
代
は
三
新
法
の
公
布
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

行
を
境
と
し
二
時
代
に
分
た
れ
る
。

　
前
期
に
は
王
政
復
古
の
令
、
版
籍
奉
還
等
を
中
心
と
し
、
非
常
に
多
く
の
改
革
が
断
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
是
迄
徳
川
支
配
イ
タ
シ
候

地
方
ヲ
天
領
ト
稻
シ
居
候
ハ
言
語
道
断
之
儀
二
候
此
度
往
古
ノ
如
ク
総
テ
天
朝
ノ
御
料
二
復
シ
眞
ノ
天
領
二
相
成
候
間
左
様
相
心
得
ヘ
ク
候
」
と

宣
し
て
奮
幕
領
を
没
牧
し
、
ま
た
、
國
内
統
一
の
第
一
手
段
と
し
政
髄
書
に
、
「
地
方
ヲ
分
テ
府
藩
縣
ト
爲
シ
府
縣
二
知
事
ヲ
置
キ
藩
ハ
姑
ク
其

奮
二
伍
ル
」
と
令
し
て
も
、
さ
ら
に
、
版
籍
奉
還
に
よ
り
政
府
が
醤
藩
主
を
郵
藩
事
に
任
命
し
、
形
式
的
に
地
方
長
官
の
任
冤
を
政
府
が
把
握
し

て
み
て
も
、
町
村
は
薔
幕
時
代
の
歌
態
を
維
持
し
つ
づ
け
た
、
し
か
し
、
明
治
四
年
（
七
月
）
途
に
断
行
さ
れ
た
慶
藩
置
縣
に
よ
り
、
從
來
の
知

藩
事
が
當
時
の

新
思
想
の
ト
レ
ー
ガ
ー
と
し
て
自
他
共
に
許
す
縣
令
（
或
い
は
穫
令
）
に
置
換
え
ら
れ
、
こ
れ
を
機
と
し
從
來
の
町
村
は
全
く
そ

の
面
目
を
一
新
す
る
に
い
た
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
慶
藩
置
縣
に
よ
り
始
め
て
維
新
の
改
革
が
町
村
に
波
及
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
（
3
）

　
こ
の
よ
う
に
、
三
治
の
制
か
ら
府
縣
制
更
に
大
匠
小
匠
の
制
へ
と
移
り
か
わ
つ
た
が
、
こ
の
間
、
慶
藩
置
縣
の
年
の
十
一
月
迄
に
縣
の
大
慶
合

が
行
わ
れ
、
一
方
、
同
年
の
十
月
（
＋
八
日
）
に
は
太
政
官
布
告
（
五
六
〇
號
）
を
以
て
府
縣
官
制
が
、
ま
た
、
翌
十
一
月
（
廿
七
日
）
に
は
太
政
官

達
を
以
て
縣
治
條
令
（
縣
治
職
制
並
び
に
縣
治
事
務
章
程
の
二
よ
り
な
る
）
が
公
布
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
法
規
に
基
き
地
方
官
が
、
奮
藩
主
に
代
つ
て
各
地
方
を
支
配
す
る
や
、
因
襲
を
打
破
し
内
治
一
元
化
を
め
ざ
し
、
い
わ
ゆ
る
、
郡
政

改
革
を
四
年
末
よ
り
五
年
に
か
け
て
績
々
と
行
つ
た
。
こ
の
郡
制
改
革
に
よ
り
町
村
の
幕
末
來
の
制
度
は
根
本
的
に
否
定
さ
れ
、
こ
の
時
代
の
特

色
た
る
戸
籍
法
に
基
く
大
匠
小
匿
の
制
度
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
大
匠
小
匠
の
制
は
、
明
治
四
年
（
四
月
）
「
戸
籍
ノ
編
製
及
ヒ
人
民
ノ
生
死
出
別
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
爲
」
太
政
官
布
告
を
も
つ
て
獲
せ
ら
れ
た

　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
縫
遜
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
主
　
　
　
（
五
九
五
）



　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
攣
遷
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
五
九
六
）

戸
籍
法
に
そ
の
源
峯
す
る
．
而
し
て
、
本
法
は
戸
籍
編
製
の
た
め
行
整
も
て
鑑
実
票
庭
含
（
騨
講
）
、
各
羅
旨
髪
置

い
た
。
本
法
の
第
二
則
但
書
に
よ
る
と
こ
の
戸
長
は
從
來
の
荘
屋
・
名
主
等
を
あ
た
ら
し
め
て
も
、
或
い
は
、
新
た
に
任
命
し
て
も
可
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
後
こ
の
戸
籍
吏
た
る
戸
長
ば
本
來
の
取
扱
事
務
の
範
園
を
こ
え
、
土
地
人
民
に
關
す
る
一
般
事
務
を
も
取
扱
う
に
い
た
り
、

こ
の
た
め
、
新
奮
爾
者
の
紛
孚
が
絶
え
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
紛
孚
の
解
決
の
た
め
太
政
官
は
明
治
五
年
（
四
月
）
布
告
（
二
七
號
）
を
以

て
、
　
「
一
、
荘
屋
名
主
年
寄
等
総
テ
相
慶
止
戸
長
副
戸
長
ト
改
稔
シ
是
マ
テ
取
扱
來
候
事
務
ハ
勿
論
土
地
人
民
二
關
係
ノ
事
務
ハ
一
切
爲
取
扱
候

様
可
致
事
　
一
、
大
荘
屋
ト
構
シ
候
類
モ
相
慶
止
可
申
事
」
と
し
、
末
端
地
方
行
政
事
務
は
す
べ
て
こ
の
戸
長
副
戸
長
に
執
行
せ
し
め
た
。

　
要
す
る
に
、
明
治
初
期
の
地
方
制
度
は
各
府
縣
に
知
事
縣
令
を
置
ぎ
、
治
安
の
維
持
・
規
則
制
定
・
裁
判
・
軍
事
・
租
税
の
牧
納
等
を
行
わ

　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
め
・
．
管
内
の
重
要
政
務
（
立
法
・
司
法
・
行
政
を
含
む
）
は
、
そ
の
虚
理
方
法
の
案
を
作
り
主
務
の
省
の
許
可
を
え
て
之
を
施
行
し
、
末
端
事
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
令
参
事
を
し
て
專
決
塵
分
せ
し
め
、
庭
分
後
主
務
の
省
に
報
告
せ
し
め
た
。
各
地
方
は
こ
の
よ
う
な
手
段
で
中
央
機
關
の
統
制
に
服
し
、
各
地

匠
は
こ
の
府
縣
知
事
縣
令
を
通
し
て
間
接
的
に
中
央
機
關
の
統
制
を
受
け
た
。
す
な
わ
ち
、
當
時
の
地
方
行
政
は
地
方
自
治
團
膣
の
全
面
的
慶
止

で
あ
り
・
從
來
の
意
思
姿
騰
（
寄
合
）
執
穫
關
（
駐
舞
雛
）
の
震
姦
備
え
る
戸
長
の
も
と
、
各
禮
を
行
政
覇
し

て
再
生
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
つ
た
。
故
に
當
時
、
政
府
の
方
針
を
守
る
限
り
自
治
思
想
の
存
在
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
制
度
上
こ
の
よ
う
に

否
定
し
て
み
て
も
、
杜
會
的
・
経
濟
的
に
輩
固
な
結
合
を
持
つ
自
然
團
膿
た
る
町
村
の
傳
統
は
こ
れ
を
消
滅
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
、

戸
長
等
の
腐
敗
行
爲
等
も
多
く
、
爲
に
紛
雫
は
絶
え
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
、
政
府
は
現
行
制
度
の
修
正
を
行
わ
ざ
る
を
え
ぬ
状
態
に
た
ち
い
た
つ

た
。
こ
の
結
果
が
「
各
匿
町
村
金
穀
公
借
共
有
物
取
扱
土
木
起
功
規
則
」
と
な
り
、
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
三
新
法
の
制
定
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

　
朋
治
初
期
の
町
村
制
に
っ
い
て
は
、
幅
島
正
夫
．
穂
田
良
治
「
明
治
初
年
の
町
村
會
」
（
國
家
學
金
目
雑
誌
、

京
市
政
調
査
會
編
「
自
治
五
十
年
史
（
制
度
篇
と
一
四
頁
以
下

　
前
掲
五
十
年
史
・
｝
四
頁
以
下

五
三
巻
四
・
五
・
六
號
、
昭
和
一
四
年
）
、
東



（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

同
右
・
哨
六
頁

縣
治
職
制
中
縣
令
の
職
務
の
項
参
照

縣
治
事
務
章
程
上
款
第
一
條
乃
至
第
冊
一
條
に
具
騰
的
事
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

同
右
下
款
第
一
條
乃
至
第
十
六
條

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
三
政
府
は
右
の
．
こ
と
ぎ
弊
害
を
除
去
す
る
た
め
、
三
新
法
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
制
定
に
さ
い
し
、
第
一
同
地
方
官
會
議
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

各
府
縣
に
お
け
る
地
方
民
會
が
本
法
に
及
ぼ
せ
る
影
響
は
特
に
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
政
府
は
第
一
同
地
方
官
會
議
に
饗
し
地
方
民
會
に
關
す
る

諮
間
を
行
い
、
そ
の
結
果
同
會
議
は
「
匿
長
ヲ
以
テ
府
縣
會
ヲ
興
ス
法
案
」
「
戸
長
ヲ
以
テ
匿
會
ヲ
興
ス
法
案
」
を
議
決
し
た
が
（
但
し
こ
伽
は

施
行
せ
ら
れ
る
に
い
た
ら
な
か
つ
た
）
、
こ
の
際
町
村
會
に
つ
き
て
は
全
國
的
に
み
て
町
村
の
規
模
き
わ
め
て
不
同
の
た
め
、
統
一
法
案
を
作
ら

ず
各
地
匠
の
便
宜
に
ま
か
せ
た
。
こ
の
た
め
、
同
會
議
に
前
後
し
て
各
地
に
町
村
會
が
績
々
と
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
町
村
會
は
制
度
的
に
み
れ

ば
、
西
洋
流
の
議
會
と
從
來
の
寄
合
の
混
合
膿
で
あ
る
が
、
當
時
の
地
方
官
が
こ
れ
を
設
け
た
企
圖
は
、
軍
に
政
治
的
・
観
念
的
理
由
に
と
ど
ま

ら
ず
し
て
、
從
來
の
寄
合
の
機
能
を
積
極
的
に
利
用
し
、
こ
れ
を
地
方
行
政
に
協
力
せ
し
め
よ
う
と
す
る
行
政
的
理
由
を
も
含
ん
で
い
た
よ
う
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4

　
こ
の
よ
う
に
杜
會
的
基
盤
は
次
第
に
で
き
て
き
た
が
、
明
治
八
年
以
後
毎
年
開
か
る
べ
き
地
方
官
會
議
は
暫
時
休
止
せ
ら
れ
、
政
府
の
地
方
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
》

へ
の
政
策
は
一
時
停
止
の
歌
態
と
な
つ
た
。
し
か
し
、
明
治
十
一
年
三
月
大
久
保
内
務
卿
の
建
議
に
よ
り
急
速
に
新
地
方
制
々
定
へ
の
氣
蓮
が
生

　
（
6
）

じ
た
。
こ
の
建
議
書
の
趣
旨
お
よ
び
別
紙
と
し
て
つ
け
ら
れ
た
府
縣
官
職
制
・
郡
市
吏
職
制
・
地
方
之
艦
制
・
府
縣
會
議
法
・
地
方
公
費
賦
課
法

　
　
　
（
7
）

の
各
法
案
は
、
法
制
官
井
上
毅
の
修
正
を
脛
、
名
欝
も
郡
匿
町
村
編
成
法
・
府
縣
會
規
則
・
地
方
税
法
規
則
と
改
め
ら
れ
太
政
官
の
議
を
経
て
第

二
同
地
方
官
會
議
に
附
議
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
大
久
保
は
三
新
法
制
定
の
豆
役
者
で
あ
り
、
か
つ
、
當
時
の
政
府
の
地
方
制
に
闘
す
る
意
見
を
代
表
し
て
い
る
。
彼
は
、
．
「
一

　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
憂
遷
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
五
九
七
）



　
　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
攣
遜
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
（
五
九
八
）

新
以
來
、
各
地
方
ノ
匿
書
及
匿
戸
長
ノ
制
置
ア
リ
ト
難
モ
、
其
制
タ
ル
、
専
ラ
戸
籍
調
査
ノ
爲
メ
ニ
之
ヲ
設
ケ
、
從
來
荘
屋
名
主
年
寄
等
ノ
奮
弊

ヲ
一
洗
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
汎
ク
行
政
上
ノ
便
ヲ
謀
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
。
：
…
要
ス
ル
ニ
其
制
置
宜
キ
ヲ
得
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
籔
百

年
來
慣
脅
ノ
郡
制
ヲ
破
リ
、
新
規
二
奇
異
ノ
匠
劃
ヲ
設
ケ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
頗
ル
人
心
二
適
セ
ス
。
叉
便
宜
ヲ
敏
キ
人
間
絶
テ
利
釜
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ

ス
、
只
弊
害
ア
ル
ン
、
へ
、
。
」
と
し
地
方
制
度
の
改
正
を
主
張
し
、
「
地
方
ノ
匪
劃
ノ
如
キ
ハ
如
何
ナ
ル
美
法
良
制
タ
ル
モ
、
固
有
ノ
慣
行
二
依
ラ
ズ

シ
テ
新
規
ノ
事
ヲ
起
ス
ト
キ
ハ
、
其
形
美
ナ
ル
モ
其
實
釜
ナ
シ
。
寧
・
多
少
完
全
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ァ
ル
モ
固
有
ノ
習
慣
　
ヨ
ル
ニ
如
カ
ス
。
」
と
い

い
、
「
其
行
政
ノ
匠
劃
タ
ル
ト
其
住
民
杜
會
ノ
濁
立
ノ
匿
劃
タ
ル
」
と
の
明
確
な
匠
分
を
主
張
し
、
從
來
の
弊
害
の
最
も
著
し
い
黙
は
こ
の
爾
者

の
混
同
に
あ
る
と
な
し
た
。
而
し
て
、
具
髄
的
に
府
縣
郡
市
に
は
右
爾
者
の
性
質
を
附
し
て
可
な
る
も
、
町
村
に
は
佳
民
肚
會
濁
立
の
匠
劃
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

性
質
の
み
を
附
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
す
る
（
郡
匝
町
村
編
成
法
は
こ
の
黙
を
明
瞭
に
表
現
し
て
い
な
い
）
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

　
三
新
法
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
郡
雇
町
村
編
成
法
・
府
縣
會
規
則
隔
地
方
税
規
則
の
三
法
を
い
う
。
こ
の
三
新
法
を
中
心
と
し
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、

入
江
俊
郎
コ
ニ
新
法
の
制
定
と
其
の
前
後
」
（
自
治
研
究
・
九
巻
一
乃
至
四
號
）
、
　
同
氏
「
府
縣
論
」
鞄
卦
川
浩
コ
ニ
新
法
時
代
と
自
治
制
の
制
定
」
（
上
記

二
論
丈
は
何
れ
も
東
京
市
政
調
査
會
編
・
自
治
制
嚢
布
五
十
周
年
記
念
論
丈
集
掲
載
）
前
掲
五
十
年
史
・
福
島
・
徳
田
前
掲
論
丈
等
々
あ
り
。

　
同
會
議
の
歌
況
は
「
地
方
官
會
議
日
誌
」
に
蓮
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
明
治
文
化
全
集
・
憲
政
篇
」
三
ご
一
頁
以
下
。

　
福
島
・
徳
田
前
掲
論
文
に
地
方
民
會
規
則
が
蒐
集
さ
れ
て
い
る
。
樹
、
尾
佐
竹
猛
「
目
本
憲
政
史
論
集
」
中
の
「
藩
議
院
と
地
方
民
會
」
に
も
賓
料
あ
η

（
同
書
八
六
頁
以
下
）
。

　
當
時
の
地
方
騒
飢
の
た
め
政
府
は
こ
れ
が
解
決
に
忙
殺
さ
れ
、
地
方
政
治
等
を
顧
み
る
暇
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
大
久
保
の
建
議
と
は
、
明
治
一
一
年
三
月
一
一
日
附
内
務
卿
大
久
保
利
通
よ
り
太
政
大
臣
三
條
實
美
に
上
申
し
た
「
地
方
之
艦
制
及
ヒ
地
方
官
ノ
職
制
ヲ

改
定
シ
地
方
會
議
ノ
法
ヲ
設
立
ス
ル
ノ
主
義
」
な
る
丈
書
を
さ
す
。
荷
、
前
掲
五
＋
年
史
四
五
頁
以
下
に
主
要
部
分
の
抜
葦
あ
り
。

　
か
か
る
内
飢
に
封
し
民
心
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
も
彊
固
な
地
方
制
を
必
要
と
し
た
。

　
前
滋
賀
縣
令
の
内
務
大
書
記
官
松
田
道
之
の
起
草
。

　
前
掲
五
十
年
史
四
五
頁
以
下
。

　
綱
領
は
「
全
府
縣
郡
ヲ
以
テ
行
政
ノ
匠
劃
ト
ン
其
ノ
町
村
ハ
親
テ
以
テ
自
然
必
一
部
落
ト
シ
戸
長
ハ
人
民
二
属
シ
テ
官
二
驕
セ
ス
該
町
村
ノ
総
代
ト
シ



　
　
　
　
：
…
」
と
の
趣
旨
で
あ
つ
た
、
し
か
し
、
か
か
る
趣
旨
の
草
案
は
「
毎
町
村
二
戸
長
各
一
員
ヲ
置
ク
又
数
町
村
二
一
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
但
雇
内
ノ
町
村
ハ

　
　
　
匠
長
ヲ
以
テ
戸
長
ノ
事
務
ヲ
条
ヌ
ル
ヲ
得
」
（
六
條
）
と
元
老
院
に
お
い
て
修
正
さ
れ
た
。

　
四
　
一
膣
、
こ
の
時
代
は
維
新
後
日
な
お
淺
く
、
制
度
は
不
備
で
あ
り
改
正
に
つ
ぐ
改
正
が
加
え
ら
れ
た
。
地
方
制
度
に
つ
い
て
も
、
大
匠
小

匿
制
度
よ
り
三
新
法
へ
、
さ
ら
に
、
改
正
匝
町
村
會
法
に
基
く
自
治
の
堅
迫
へ
と
制
度
は
右
韓
左
同
し
、
制
度
の
確
立
は
未
だ
遠
し
の
感
が
あ
つ

た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
試
み
の
内
に
も
、
次
第
に
固
定
化
す
る
要
素
が
蓄
積
さ
れ
、
來
る
べ
き
市
制
・
町
村
制
の
基
礎
を
な
し
た
黙
も
見
逃

せ
な
い
。

　
維
新
當
時
は
内
治
一
元
化
の
指
導
理
念
の
も
と
、
極
端
な
る
中
央
集
穫
を
め
ざ
し
て
政
策
が
推
進
さ
れ
た
。
府
縣
は
慶
藩
置
縣
に
前
後
し
て
大

　
　
　
　
（
1
）

統
合
さ
れ
た
。
こ
の
府
縣
の
併
合
は
明
治
政
府
の
偉
業
の
一
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
當
時
の
地
方
長
官
は
薦
藩
主
と
全
く
縁
の
な
い
、
政
府
直
属

の
官
吏
で
あ
つ
た
。
し
か
る
が
故
、
奮
脅
を
完
全
に
否
定
す
る
政
策
を
断
行
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
町
村
に
つ
い
て
み
る
と
、
大
匿
小
匠
の
制
度

に
よ
る
中
央
集
権
は
封
建
制
下
に
み
ら
れ
な
か
つ
た
國
と
町
村
の
關
係
を
生
ぜ
し
め
、
近
代
地
方
制
の
端
緒
を
作
つ
た
。
し
か
し
、
町
村
自
治
否

認
の
結
果
混
飢
を
惹
起
し
、
三
新
法
制
度
へ
と
移
つ
て
い
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
は
府
縣
慶
合
に
は
成
功
し
た
が
、
町
村
の
併
合
は
完
全
に
失

敗
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
三
新
法
は
制
度
自
髄
に
つ
い
て
み
る
と
名
の
示
す
ご
と
ぎ
近
代
地
方
制
へ
の
改
革
に
非
ず
、
、
從
來
の
地
方
制
の
集
犬
成
で
あ
り
全
國
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

へ
の
劃
一
化
で
あ
つ
た
。
乙
の
黙
、
大
久
保
の
思
想
お
よ
び
匠
町
村
會
法
に
お
け
る
匿
町
村
會
の
椹
限
と
徳
川
時
代
の
寄
合
の
穫
限
と
を
比
較
す

れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
明
か
と
な
ろ
う
。
た
だ
、
大
久
保
の
地
方
團
騰
に
二
種
の
匿
別
を
認
め
ん
と
す
る
の
は
卓
見
で
あ
る
が
、
現
實
の
制
度
は
こ

の
黙
明
確
さ
を
敏
き
、
人
民
の
近
代
的
自
治
思
想
の
皆
無
は
、
地
方
團
腱
に
委
ね
ら
れ
た
國
政
事
務
慮
理
に
破
綻
を
生
じ
、
中
央
政
府
に
権
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

集
約
せ
し
む
る
結
果
と
な
つ
た
。
殊
に
、
明
治
十
五
年
以
後
の
地
方
制
改
正
の
傾
向
は
、
地
方
團
罷
の
基
盤
を
町
村
と
す
る
や
、
大
匿
小
直
と
す

る
や
の
差
異
は
あ
づ
て
も
、
自
治
性
否
認
の
結
果
は
大
匿
小
匝
制
度
に
よ
る
地
方
制
と
同
一
で
あ
る
。

　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
憂
遷
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
五
九
九
）



　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
攣
遷
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
六
〇
〇
）

　
故
に
、
町
村
の
近
代
的
自
治
化
は
、
理
念
的
に
徳
川
末
の
町
村
自
治
思
想
を
近
代
的
自
治
思
想
に
切
換
え
ぬ
限
り
、
ま
た
、
現
實
的
に
從
來
の

町
村
を
大
統
合
し
て
新
時
代
の
町
村
に
ふ
さ
わ
し
き
規
模
を
持
た
せ
ぬ
限
り
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

　
（
1
）
府
縣
の
併
合
に
つ
き
、
前
掲
五
＋
年
史
・
一
七
頁
以
下
。
入
江
・
前
掲
府
縣
論
・
一
二
頁
以
下
。
伺
、
や
や
趣
を
異
に
し
た
も
の
と
し
て
、
官
武
外
骨

　
　
　
　
「
府
藩
縣
制
史
」
あ
り
。

　
（
2
）
徳
川
時
代
の
寄
合
の
灌
限
は
、
中
田
薫
「
徳
川
時
代
　
於
ケ
ル
村
ノ
人
格
」
（
國
家
學
會
薙
誌
・
三
四
巻
八
號
・
大
正
九
年
）
。
な
お
、
同
氏
「
村
及
ビ
入

　
　
　
會
ノ
研
究
」
に
も
同
論
丈
あ
η
。
ま
た
、
前
田
正
治
「
日
本
近
世
村
法
之
研
究
」
は
寄
合
の
性
格
を
し
る
た
め
貴
重
な
資
料
が
蒐
集
さ
れ
て
い
る
。

　
（
3
）
　
明
治
十
五
年
末
に
は
岩
倉
具
覗
の
「
府
縣
會
慶
止
諭
」
あ
り
（
前
褐
五
十
年
史
・
六
八
頁
）
、
ま
た
、
明
治
九
年
「
分
灌
論
」
に
。
て
進
歩
的
意
見
を
主
張

　
　
　
　
し
た
旛
澤
論
吉
も
明
治
十
五
年
の
「
時
事
大
勢
論
」
に
て
府
縣
會
の
無
能
ぶ
η
を
非
難
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
明
治
＋
七
年
の
改
正
「
冨
町
村
會
法
」
は
庭

　
　
　
戸
長
お
よ
び
府
縣
知
事
縣
令
の
匠
長
會
に
封
す
る
干
渉
穫
を
増
大
せ
し
め
（
四
・
五
條
）
、
旺
戸
長
の
代
執
行
灌
（
七
・
八
條
）
を
も
認
め
た
。
そ
の
上
改

　
　
　
　
正
法
と
同
目
公
布
さ
れ
た
「
戸
長
選
任
方
」
　
（
太
政
官
達
四
一
號
）
は
從
來
の
ご
と
き
戸
長
公
選
主
義
を
鉾
除
し
、
官
選
主
義
を
明
丈
化
し
た
。
こ
の
結
果

　
　
　
　
自
治
性
は
大
い
に
後
退
し
た
が
、
一
方
に
お
い
て
は
改
正
法
の
結
果
行
政
能
率
の
向
上
を
喜
ぶ
聲
が
各
地
に
あ
が
つ
た
。

三

　
一
　
前
章
に
述
べ
し
ご
と
く
明
治
十
一
年
に
公
布
さ
れ
た
三
新
法
は
、
時
代
の
推
移
に
し
た
が
い
次
第
に
町
村
の
自
治
性
を
侵
害
し
、
途
に
地

方
議
會
を
も
否
定
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
生
じ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
明
治
廿
一
年
（
四
月
＋
七
日
）
に
は
市
制
町
村
制
（
法
一
號
）
が
、
ま
た
、
同

廿
三
年
（
五
月
＋
七
旧
）
に
府
縣
制
（
法
三
五
號
）
郡
制
（
法
三
六
號
）
が
公
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
等
立
法
は
｝
部
の
人
々
に
よ
つ
て
、
當
時
の
傾

向
と
全
く
反
封
の
立
場
に
立
つ
立
法
、
す
な
わ
ち
近
代
的
地
方
自
治
権
確
立
を
め
ざ
す
飛
躍
的
立
法
と
目
さ
れ
、
か
く
の
ご
と
き
特
異
な
現
象
の

生
じ
た
理
由
と
し
て
は
、
封
外
關
係
に
お
け
る
條
約
改
正
の
必
要
、
國
内
關
係
に
お
け
る
國
會
開
設
の
確
定
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
人
々
は
、
條
約
改
正
を
な
す
た
め
歓
米
諸
國
な
み
の
國
家
制
度
を
模
倣
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
從
來
の
ご
と
き
地
方
制
度
を
維
持
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
ま
た
、
國
會
開
設
に
先
立
ち
國
會
の
論
議
に
脅
熟
さ
せ
る
た
め
に
も
地
方
議
會
の
存
立
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
政



府
は
組
織
的
な
新
地
方
制
々
定
を
蝕
儀
な
く
せ
し
め
ら
れ
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
事
實
を
正
し
く
把
捉
し
て
い
る
も
の
と
は
云
え
な
い
。
新
地
方
制
に
關
す
る
政
府
め
立
法
理
由
等
を
み
る
と
き
、
新
制

度
は
必
ず
し
も
近
代
的
自
治
を
認
め
て
い
る
と
も
、
ま
た
、
飛
躍
的
な
立
法
と
も
（
し
た
が
つ
て
特
異
な
現
象
と
も
）
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

近
代
的
自
治
は
む
し
ろ
こ
れ
等
法
律
の
解
繹
適
用
を
通
し
、
更
に
叉
其
後
の
改
正
に
よ
り
順
次
成
途
げ
ら
れ
て
い
つ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
二
　
こ
の
新
地
方
制
々
定
の
た
め
政
府
の
調
査
は
明
治
十
六
年
頃
よ
り
始
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
調
査
の
具
腱
化
は
、
山
縣
内
務
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
も
と
、
村
田
草
案
に
始
り
モ
ッ
セ
原
案
・
確
定
草
案
に
終
る
。
而
し
て
、
こ
の
制
定
事
業
は
確
定
草
案
を
得
る
ま
で
に
も
、
ま
た
、
草
案
確
定

後
法
律
公
布
に
い
た
る
ま
で
に
も
非
常
に
多
難
な
道
を
歩
ん
で
き
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
障
碍
を
断
乎
排
除
し
得
た
の
は
山
縣
の
力
に
よ
る
。
山
縣
は
い
か
な
る
信
念
を
も
つ
て
こ
の
困
難
な
る
市
制
町
村
制
の
制
定
に

從
事
し
た
か
。
ま
た
、
山
縣
の
こ
の
信
念
こ
そ
薦
憲
法
下
の
地
方
制
度
の
根
本
を
貫
き
と
お
し
た
指
導
理
念
な
の
で
あ
る
。

　
山
縣
は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
業
蹟
を
模
範
と
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
雫
に
滲
敗
し
た
プ
・
イ
セ
ン
を
後
の
ド
．
イ
ッ
た
ら
し
め
た
も
の
は
、
實
に
シ
ュ
タ

イ
ン
自
治
制
あ
り
し
が
故
な
り
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
自
治
制
の
効
果
を
、
　
コ
蕾
二
民
衆
ヲ
シ
テ
其
ノ
公
共
心
ヲ
啓
暢
セ
シ
メ
、
併
セ
テ

行
政
参
助
ノ
智
識
経
験
ヲ
得
シ
ム
ル
カ
爲
メ
、
立
憲
政
治
ノ
蓮
用
二
資
ス
ル
所
至
大
ナ
リ
ト
イ
フ
ニ
止
ラ
ス
、
中
央
政
局
異
動
ノ
飴
響
ヲ
シ
テ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

地
方
行
政
一
一
波
及
セ
シ
メ
サ
ル
ノ
利
釜
、
亦
決
シ
テ
鮮
　
ナ
ラ
ス
ト
爲
ス
。
」
と
い
い
、
村
田
草
案
等
を
排
し
ド
イ
ツ
人
モ
ッ
セ
に
法
案
を
作
成

せ
し
め
し
、
そ
の
理
由
を
、
　
「
抑
≧
予
力
我
法
律
案
ノ
起
草
ヲ
、
臥
洲
人
タ
ル
モ
ッ
セ
氏
二
命
シ
タ
ル
ハ
、
我
邦
從
來
ノ
五
人
組
・
庄
屋
・
名
主

・
総
代
・
年
寄
ヲ
設
ケ
タ
ル
制
度
ノ
中
二
於
テ
モ
、
自
治
制
度
ソ
精
紳
固
ヨ
リ
存
ス
ト
難
モ
、
明
治
二
十
年
ト
モ
ナ
リ
テ
、
欧
米
列
國
ト
ノ
間
二

庭
ス
ヘ
キ
當
時
ナ
レ
ハ
、
他
ノ
制
度
ト
ノ
調
和
ヲ
圖
ル
爲
メ
、
勢
ヒ
法
案
ノ
形
成
二
於
テ
、
敏
洲
ノ
制
度
ヲ
参
考
ス
ル
ノ
必
要
殊
二
切
ナ
ル
モ
ノ

　
　
　
（
4
）

ア
リ
…
…
。
」
と
読
明
し
て
い
る
。
し
か
も
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
の
制
度
に
倣
う
以
上
ド
イ
ツ
を
範
と
す
る
こ
と
は
、
山
縣
に
と
り
て
當
然
の
こ
と
で

　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
攣
遷
に
っ
い
て
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
六
〇
一
）



我
が
國
地
方
制
の
攣
遷
に
っ
い
て

六
〇

（
六
〇
二
）

あ
つ
た
。

　
山
縣
の
地
方
制
に
封
す
る
考
え
は
、
果
し
て
右
の
言
葉
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
騰
、
國
會
開
設
に
か
ら
む
明
治
十
年
代
の
地
方
の
騒
飢
は

何
を
意
味
す
る
か
。
，
自
由
民
椹
と
絶
封
的
國
家
権
力
と
の
封
立
の
具
現
的
な
現
れ
で
あ
り
、
國
會
開
設
は
絶
封
國
家
樺
力
の
譲
歩
で
あ
る
。
而
し

て
、
地
方
制
の
制
定
は
國
會
開
設
と
い
う
譲
歩
に
封
す
る
官
僚
政
府
の
封
抗
手
段
で
あ
り
、
官
僚
政
府
が
地
方
自
治
を
利
用
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
そ
の
重
黙
が
存
し
た
。
し
か
る
が
故
に
叉
、
自
治
を
人
民
固
有
の
穫
利
と
は
全
く
考
え
ず
、
却
つ
て
地
方
人
民
の
義
務
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
山
縣
は
、
こ
の
義
務
た
る
や
、
「
是
國
民
タ
ル
者
國
二
蓋
ス
ノ
本
務
ニ
シ
テ
、
丁
肚
ノ
兵
役
二
服
ス
ト
原
則
ヲ
同
シ
ク
シ
更
一
二
歩
進
ム

ル
」
も
の
と
し
、
「
憲
法
ノ
實
施
ハ
方
二
近
キ
ニ
在
リ
…
…
他
方
二
於
テ
ハ
人
心
激
昂
シ
テ
政
論
二
競
孚
シ
…
…
此
ノ
時
二
當
リ
中
外
官
僚
ノ
務

ハ
…
…
百
難
ヲ
凌
キ
頽
勢
ヲ
支
へ
…
…
屹
然
ト
シ
テ
中
流
ノ
砥
柱
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
亦
宜
シ
ク
人
民
ノ
爲
メ
ニ
適
當
ノ
標
準
ヲ
示
シ
ソ
ノ
偏
頗

ヲ
抑
へ
向
フ
ト
コ
・
ヲ
謬
ラ
サ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
勉
ム
ヘ
キ
ニ
ア
リ
。
蓋
シ
行
政
ハ
至
尊
ノ
大
権
委
任
二
依
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
中
外
ソ
ノ
局
二
當
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

モ
ノ
宜
シ
ク
各
種
政
窯
ノ
外
二
立
チ
公
正
ノ
方
向
ヲ
ト
リ
…
…
。
」
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
國
家
の
支
柱
で
あ
り
、
か
つ
、
國
政
の

捲
當
の
中
心
勢
力
は
官
僚
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
國
民
の
地
方
政
参
與
は
國
家
本
位
、
す
な
わ
ち
、
官
僚
中
心
の
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し

　
　
　
　
（
7
）

た
の
で
あ
る
。
廿
一
年
市
制
町
村
制
の
立
法
趣
旨
た
る
や
實
に
斯
く
の
．
こ
と
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
右
の
ご
と
き
立
法
者
の
思
想
を
現
實
の

市
制
町
村
制
は
い
か
に
具
膿
化
し
た
か
。
市
制
町
村
制
に
は
正
文
の
外
に
詳
し
い
市
制
町
村
制
理
由
が
附
さ
れ
て
お
り
、
具
艦
的
に
各
條
項
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

き
立
法
者
の
意
圖
を
み
る
の
に
極
め
て
便
利
で
あ
る
。

　
先
ず
、
國
と
地
方
團
膿
と
の
關
係
に
つ
い
て
み
る
に
、
立
法
理
由
に
よ
れ
ば
、
地
方
團
艦
は
法
人
で
あ
り
、
そ
の
匪
域
内
に
お
い
て
自
ら
凋
立

し
統
治
椹
を
獲
動
す
る
が
、
　
「
其
匿
域
ハ
素
ト
國
家
オ
一
部
ニ
シ
テ
國
ノ
統
轄
ノ
下
二
於
テ
其
義
務
ヲ
墨
サ
・
ル
ヲ
得
ス
故
二
國
ハ
法
律
ヲ
以
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

其
組
織
ヲ
定
メ
其
ノ
負
捲
ノ
範
園
ヲ
設
ケ
常
二
之
ヲ
監
督
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
」
ど
い
い
、
町
村
制
第
二
條
は
「
町
村
ハ
法
律
上
一
個
人
二
均
ク

構
利
ヲ
有
シ
義
務
ヲ
負
捲
シ
町
村
公
共
ノ
事
務
ハ
官
ノ
監
督
ヲ
受
ケ
テ
自
ラ
之
ヲ
庭
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
等
の
こ
と
は



要
す
、
る
に
地
方
團
髄
の
権
限
は
根
本
に
お
い
て
、
國
家
よ
り
傳
來
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
か
か
る
趣
旨
の
下
、
本
制
は
市
町
村
に
固
有
事
務
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
た
で
あ
ろ
う
か
。
上
論
に
い
う
「
隣
保
團
結
の
蕾
慣
」
と
は
、
固
有

事
務
の
實
膿
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
述
第
二
條
に
い
う
「
公
共
の
事
務
」
中
に
は
固
有
事
務
の
實
艦
を
も
含
む
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
問
題
は
、
法
律
が
固
有
事
務
の
實
膣
を
法
律
上
の
固
有
事
務
と
し
い
か
に
保
護
す
る
か
、
に
あ
る
。
ず
な
わ
ち
、
國
が
町
村
の
固
有
事
務
塵

理
に
封
し
、
い
か
な
る
程
度
監
督
権
を
獲
動
す
る
か
に
あ
る
。
町
村
制
に
現
わ
れ
た
監
督
椹
は
軍
に
第
七
章
町
村
行
政
の
監
督
に
止
ま
ら
ず
（
市

制
ま
た
同
じ
）
、
各
章
各
項
に
散
在
し
、
さ
ら
に
、
各
法
律
に
よ
り
て
も
主
務
大
臣
に
よ
り
監
督
穫
が
行
使
さ
れ
る
。
一
方
、
委
任
事
務
の
方
式
は

ど
う
で
あ
つ
た
か
。
本
制
に
お
い
て
委
任
事
務
は
團
髄
委
任
の
方
式
を
と
ら
ず
、
機
關
委
任
の
形
式
を
と
り
、
か
つ
、
彊
力
な
る
人
事
上
の
懲
戒

権
を
こ
れ
に
附
し
て
い
る
。
こ
の
よ
ゲ
な
廣
汎
か
つ
彊
力
、
な
る
監
督
権
を
前
に
し
て
、
果
し
て
い
か
程
の
自
治
椹
が
市
町
村
に
認
め
ら
れ
て
い
た

と
断
言
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
（
、

　
　
（
1
）
　
明
治
十
六
年
、
時
の
内
務
卿
山
田
顯
義
に
よ
P
調
査
が
始
め
ら
れ
た
が
、
同
年
十
二
月
十
二
目
の
内
閣
改
造
の
結
果
、
山
田
は
司
法
卿
に
韓
出
し
参
事
院

　
　
　
　
議
長
参
議
山
縣
有
朋
が
内
務
卿
を
粂
任
し
、
地
方
制
改
革
調
査
事
業
は
山
縣
に
よ
り
す
す
め
ら
れ
た
。

　
　
（
2
）
村
田
草
案
・
町
村
法
調
査
委
員
案
・
モ
ヅ
セ
渤
告
・
同
編
纂
綱
領
案
・
同
自
治
部
落
制
（
濁
丈
）
お
よ
び
確
定
草
案
等
幾
多
の
試
み
が
な
さ
れ
た
。
こ
の

　
　
　
　
間
の
過
程
の
碑
究
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
。
術
本
地
方
制
に
關
す
る
文
献
と
し
て
、
前
掲
五
十
年
史
・
七
六
頁
以
下
、
轟
卦
川

　
　
　
　
・
前
掲
二
九
頁
以
下
、
山
縣
有
朋
・
「
徴
兵
制
度
及
自
治
制
度
ノ
浴
革
」
　
（
明
治
憲
政
纏
濟
史
論
集
）
二
三
頁
以
下
、
大
森
鍾
一
ポ
「
杖
履
痕
」
一
〇
七
頁

　
　
　
　
以
下
・
同
「
自
治
制
制
定
之
顛
末
」
前
掲
二
八
一
頁
以
下
。
府
縣
制
に
關
す
る
も
の
と
し
て
入
江
・
前
掲
「
府
縣
論
」
等
。

　
　
（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

　
山
縣
・
前
掲
二
四
百
ハ
。

　
同
右
・
二
七
頁
。

　
市
制
町
村
制
理
由
よ
り
引
用
。
片
貝
正
晋
「
市
制
町
村
制
正
解
附
理
由
」
市
制
町
村
制
理
由
の
部
、

　
山
縣
・
前
揚
五
二
頁
以
下
。

　
長
濱
政
壽
・
「
地
方
自
治
」
一
七
頁
。

　
本
理
由
は
片
貝
・
前
掲
書
に
依
る
。

我
が
観
地
方
制
の
饗
遷
に
つ
塾
て

四
頁
。

六
一

（
六
〇
三
）



　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
鍵
遷
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
　
（
六
〇
四
）

　
（
9
）
　
片
貝
・
前
掲
一
頁
（
理
由
の
部
）
。

　
三
　
右
の
ご
と
き
企
圖
を
も
つ
て
制
定
せ
ら
れ
た
市
制
町
村
制
に
お
け
る
政
府
の
地
方
團
膿
に
勤
す
る
態
度
は
、
根
本
に
お
い
て
明
治
十
七
年

改
正
匿
町
村
會
法
等
に
現
わ
れ
た
理
念
と
さ
し
た
る
攣
化
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
一
般
に
言
わ
れ
る
が
ご
と
く
市
制
町
村
制
を
も
つ
て
飛
躍
的

立
法
乃
至
は
近
代
的
自
治
を
具
有
し
た
地
方
制
と
は
い
い
え
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
右
市
制
町
村
制
は
ド
イ
ツ
地
方
制
を
模
倣
し
モ
ッ
セ
に
よ
り
起
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
日
本
固
有
の
地
方
制
か

ら
ヨ
ー
・
ッ
パ
的
地
方
制
へ
の
形
式
的
な
攣
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
從
來
よ
り
の
封
建
的
地
方
制
思
想
お
よ
び
明
治
初
期
の
日
本
的
中
央
集

権
に
基
く
地
方
制
は
一
慮
清
算
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
と
つ
て
代
つ
た
の
は
民
主
的
地
方
自
治
制
度
に
非
ず
、
ヨ
ー
質
ッ
パ
的
中
央
集
槽

下
の
地
方
制
度
で
あ
つ
た
。
こ
の
理
念
が
根
本
に
存
し
た
る
が
た
め
、
現
實
の
制
度
は
外
形
上
大
幅
に
攣
化
し
た
に
拘
ら
ず
そ
の
蓮
用
は
さ
し
た

る
混
飢
も
な
く
實
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
而
し
て
、
こ
の
市
制
町
村
制
に
從
來
の
地
方
制
よ
り
進
歩
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
が
國
に
比
し
市
民
意
識
の
濃
厚
な
る
ヨ
ー
耳
グ
パ
的
中

央
集
樺
を
探
用
し
た
反
射
的
効
果
に
基
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
治
は
上
よ
り
下
へ
殆
ん
ど
無
意
識
的
に
與
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
こ
の
部
分
が
專
制
官
僚
的
意
圖
を
も
つ
て
作
ら
れ
た
地
方
制
を
、
次
第
に
近
代
的
地
方
自
治
制
へ
と
推
進
せ
し
め
る
基
礎
を
な
し
た
の
で

あ
る
。

四

　
一
　
こ
の
明
治
廿
一
年
の
市
制
町
村
制
は
明
治
廿
八
年
・
舟
一
年
（
市
制
の
み
）
・
冊
三
年
に
一
部
改
正
が
な
さ
れ
、
同
四
十
四
年
に
は
全
文

　
　
　
　
　
　
（
1
）

改
正
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
改
正
を
概
観
す
る
に
四
十
四
年
の
全
文
改
正
と
難
も
、
廿
一
年
市
制
町
村
制
に
較
べ
さ
ほ
ど
の
攣
化
は

見
出
せ
ぬ
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
改
正
は
施
行
蓮
用
を
通
し
て
焚
見
さ
れ
た
転
文
の
不
備
不
明
の
是
正
に
止
る
。



　
そ
の
後
、
市
制
・
町
村
制
改
正
法
律
案
は
議
會
側
よ
り
屡
く
提
出
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
可
決
成
立
す
る
に
到
ら
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
大
正

十
年
に
は
爾
制
の
一
部
改
正
法
律
案
が
政
府
側
よ
り
提
出
さ
れ
、
一
部
修
正
の
上
可
決
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
改
正
は
公
民
自
治
の
充
實
を
は
か

る
に
あ
つ
た
。
而
し
て
、
こ
の
目
的
は
公
民
穫
の
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
民
の
数
を
檜
加
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
そ
の
目
的
を
達
成
せ

ん
と
し
た
。

　
さ
ら
忙
、
大
正
十
五
年
に
前
年
成
立
し
た
普
通
選
奉
制
度
に
基
く
衆
議
院
議
員
選
墾
法
の
改
正
に
影
響
さ
れ
、
大
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

め
改
正
ゐ
主
要
黙
は
普
通
選
墾
制
を
地
方
議
會
の
選
學
に
つ
い
て
も
探
用
せ
ん
と
す
る
黙
に
あ
る
。
そ
の
結
果
v
選
學
椹
お
よ
び
被
選
學
椹
を
有

す
る
者
、
す
な
わ
ち
、
公
民
は
從
來
納
税
資
格
と
経
濟
資
格
に
よ
り
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
が
、
本
改
正
に
よ
り
こ
れ
ら
制
限
は
す
べ
て
撤
慶

さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
從
來
議
會
の
職
能
中
納
視
に
封
す
る
公
民
の
承
諾
と
い
う
黙
を
重
硯
し
、
し
た
が
つ
て
、
公
民
椹
を
以
て
納
税
権
者
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

穫
と
み
る
思
想
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
地
方
團
髄
は
廣
く
當
該
地
方
住
民
の
地
方
利
釜
増
進
の
た
め
存
在
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た

が
つ
て
、
地
方
團
髄
の
意
思
決
定
機
關
た
る
地
方
議
會
は
、
當
該
地
方
佳
民
全
般
の
意
思
反
映
の
た
め
存
在
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
思
想
彊
化
の

現
わ
れ
で
あ
る
。
そ
の
他
、
本
改
正
に
お
い
て
は
郡
長
の
慶
止
等
に
件
い
監
督
穫
も
緩
和
さ
れ
た
。

　
本
改
正
を
要
約
す
れ
ば
、
①
選
奉
権
・
被
選
墨
権
の
振
張
、
②
選
墾
方
法
の
改
善
、
⑧
自
治
機
關
の
整
備
、
④
地
方
自
治
椹
の
援
張
、
の
四
黙

と
な
る
。

　
　
（
1
）
　
從
來
は
「
市
制
町
村
制
」
と
い
う
一
つ
の
法
律
の
う
ち
、
市
制
脚
よ
び
町
村
制
の
二
部
に
分
れ
て
い
た
が
、
四
＋
四
年
の
全
丈
改
正
を
機
に
、
　
「
市
制
」

　
　
　
　
「
町
村
制
」
の
二
本
立
と
し
た
。

　
　
（
2
）
　
前
掲
五
十
年
史
・
五
一
九
頁
以
下
。

　
二
　
こ
の
よ
う
に
、
大
正
十
五
年
の
改
正
は
極
め
て
廣
範
園
に
わ
た
り
、
實
質
的
面
よ
り
み
れ
ば
、
’
明
治
四
十
四
年
の
全
文
改
正
を
遙
か
に
上

廻
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
四
年
に
は
さ
ら
に
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
改
正
は
時
の
政
府
の
も
と
に
設
け
ら
れ
た
行
政
制
度
審
議
會

　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
憂
遷
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　

（
六
〇
五
）



　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
憂
遷
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
　
（
六
〇
六
）

　
　
　
　
（
1
）

の
決
定
要
綱
に
從
い
立
案
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
當
時
の
一
解
読
書
は
、
「
改
正
の
要
旨
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
自
治
穫
の
擾
張
を
圖
り
、
市
町
村
の

堅
實
な
る
焚
達
を
途
げ
し
む
る
こ
と
を
期
し
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
容
と
す
る
骨
子
は
、
e
自
治
権
の
接
張
　
⇔
行
政
監
督
の
緩
和
　
日
自
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

機
關
の
組
織
方
法
の
整
齊
四
事
務
庭
理
方
法
の
整
備
等
の
四
黙
に
瞬
着
す
る
。
」
と
述
ベ
ズ
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
當
時
、
改
正
の
根
本
方
針
と
考
え
ら
れ
た
難
は
上
述
の
ご
と
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
日
、
本
改
正
を
み
る
と
き
從
來
の
改
正

方
針
と
は
趣
の
異
る
要
素
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
明
治
廿
一
年
の
市
制
町
村
制
は
度
々
の
改
正
に
よ
り
、
官
僚
統
制
的
地
方
制
の
基
盤
に
立
ち
な

が
ら
、
人
民
自
治
の
擾
張
と
い
う
方
針
の
も
と
漸
次
地
方
自
治
権
を
擾
張
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
改
正
の
基
本
方
針
も
本
改
正
を
最
後
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
、
い
わ
ゆ
る
、
自
治
権
の
危
機
時
代
に
突
入
し
て
ゆ
く
。
こ
の
次
の
時
代
の
指
導
理
念
と
な
つ
た
要
素
と
は
、
實
に
、
執
行
機
關
の
穫
限
接
張

で
あ
つ
た
。
而
し
て
、
執
行
機
關
の
樺
限
の
擾
張
と
い
う
事
實
は
從
來
の
改
正
方
針
た
る
議
決
機
關
萬
能
主
義
に
封
す
る
修
正
で
あ
る
。
故
に
、

こ
の
分
野
に
お
け
る
改
正
が
た
と
え
量
的
に
み
て
少
な
か
つ
た
に
せ
よ
、
見
落
す
こ
と
の
で
き
ぬ
事
項
で
あ
る
と
と
も
に
、
當
時
米
國
型
行
政
の

影
響
の
も
と
に
執
行
機
關
の
椹
限
が
彊
化
せ
ら
れ
た
に
拘
ら
ず
、
以
後
の
改
正
が
日
本
凋
自
の
道
を
歩
ん
だ
と
こ
ろ
に
も
亦
官
僚
統
制
と
い
う
基

盤
が
當
時
未
だ
な
お
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
1
）
　
本
決
定
要
綱
の
主
要
部
分
は
、
前
掲
五
十
年
史
・
五
六
〇
頁
以
下
に
あ
り
。

　
　
（
2
）
　
櫻
井
繁
治
・
「
改
正
市
町
村
制
要
論
追
補
」
一
頁
。

　
（
3
）
　
前
揚
五
十
年
史
・
五
七
二
頁
以
下
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
三
　
昭
和
四
年
以
來
地
方
制
は
、
十
年
（
七
月
）
・
十
五
年
（
三
月
）
・
お
よ
び
十
八
年
に
二
同
（
三
月
．
六
月
）
改
正
さ
れ
て
い
る
。
而
し
て
、

軍
に
こ
れ
等
の
改
正
の
み
な
ら
ず
各
方
面
か
ら
さ
か
ん
に
改
正
が
要
望
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
改
正
方
法
た
る
や
、
「
抜
本
的
な
る
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

制
度
の
改
正
」
に
非
ざ
れ
ば
現
在
の
弊
害
を
打
破
し
え
ず
と
す
る
極
め
て
彊
い
主
張
で
あ
つ
た
。

　
然
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
い
か
な
る
原
因
よ
り
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
實
の
原
因
と
し
て
、
當
時
の
地
方
自
治
行
政
蓮
螢
上
現



わ
れ
た
歎
々
の
腐
敗
現
象
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
さ
ら
に
深
部
に
あ
る
。
鄙
ち
、
我
が
國
の
地
方
制
が
自
解
作
用
を
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
つ
つ
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
襲
達
に
よ
り
出
現
し
襲
達
し
た
都
市
は
「
隣
保
團
結
」
の
語
で
表
現
さ
れ
て
き
た
自
治
の
實
膣
を
無
用

化
す
る
と
共
に
、
地
方
團
髄
の
事
務
の
檜
加
に
と
も
な
い
、
地
方
團
腱
は
財
政
面
よ
り
崩
壌
し
財
政
上
極
度
に
國
家
財
政
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く

　
　
（
4
）

な
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
よ
り
し
て
、
從
來
の
地
方
制
は
根
本
よ
り
改
正
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
そ
の
時
世
界
は
全
腱
主
義
的
專
制
政
治
思
想
蓬
頭
し
、
我
が
國
々
政
上
に
お
い
て
も
民
主
主
義
が
手
嚴
し
く
批
判
さ
れ
だ
し
て
き

た
。
地
方
制
も
こ
の
傾
向
よ
り
遊
離
し
て
い
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
現
在
の
地
方
行
政
の
腐
敗
は
是
正
す
べ
し
、
民
主
制
排
斥
す
べ
し
、
と
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
し
か
も
、
自
治
権
振
張
さ
れ
た
り
と
は
い
え
、
依
然
、
そ
の
基
盤
は
絶
封
專
制
的
官
僚
統
制
的
基
盤
の
上
に
た
つ
地
方
制
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
。
1
以
後
の
地
方
制
の
改
革
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
は
、
自
ら
明
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
1
）
　
昭
和
十
八
年
六
月
（
法
八
九
號
）
の
改
正
は
東
京
都
制
々
定
に
基
く
小
改
正
で
あ
る
。

　
　
（
2
）
　
「
都
市
問
題
」
一
二
】
巻
五
號
（
昭
和
十
一
年
）
地
方
制
度
改
革
特
に
か
か
る
趣
旨
の
多
く
の
意
見
が
牧
録
『
、
れ
て
い
る
。

　
　
（
3
）
　
入
江
氏
は
、
我
が
國
の
市
町
村
自
治
政
が
軍
に
行
政
自
治
の
み
に
拘
泥
し
、
産
業
自
治
を
か
え
り
み
な
か
っ
た
た
め
、
現
行
制
凄
が
現
實
地
方
自
治
生
活

　
　
　
　
か
ら
全
く
遊
離
し
て
し
ま
つ
た
と
い
わ
れ
、
こ
の
間
の
事
情
を
鋭
く
論
ぜ
ら
れ
る
と
共
に
、
改
正
方
法
を
提
案
さ
れ
て
い
る
。
入
江
俊
郎
「
明
目
の
地
方
自

　
　
　
　
治
」
　
（
都
市
問
題
二
二
巻
五
號
四
一
頁
以
下
）
。

　
　
（
4
）
　
ワ
イ
マ
ー
ル
・
ド
イ
ツ
宋
期
に
お
い
て
も
、
同
一
現
象
が
生
じ
、
學
者
は
好
ん
で
地
方
自
治
の
危
機
を
論
じ
た
（
た
と
え
ぱ
、
｝
ヨ
O
ε
国
α
辞
西
O
P

　
　
　
　
国
同
墓
け
国
O
屡
昌
O
南
等
）
。
な
お
、
邦
丈
で
ド
イ
ツ
の
こ
の
間
の
事
情
を
論
じ
た
も
の
と
し
、
長
濱
・
前
掲
九
五
頁
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
地
方
制
に
つ
き
、

　
　
　
　
小
田
忠
夫
「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
於
け
る
地
方
制
度
」
　
（
前
揚
都
市
問
題
・
四
三
一
頁
以
下
）
。

　
　
（
5
）
　
昭
和
十
八
年
三
月
の
改
正
は
、
　
「
國
策
の
滲
透
徹
底
」
と
「
國
民
生
活
の
確
保
安
定
」
を
改
正
の
眼
目
と
し
、
執
行
機
關
の
長
の
選
任
方
法
に
勤
す
る
強

　
　
　
　
力
な
干
渉
、
市
町
村
長
の
灌
限
強
化
と
市
町
村
會
の
椹
限
縮
小
（
市
町
村
會
の
府
縣
會
化
）
そ
の
他
行
政
手
績
の
簡
素
化
等
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
地
方

　
　
　
　
行
政
に
お
け
る
國
家
中
心
主
義
は
遺
憾
な
く
登
揮
さ
れ
た
。

我
が
國
地
方
制
の
攣
遷
に
っ
い
て

六
五

（
六
〇
七
）



我
が
國
地
方
制
の
攣
蓬
に
っ
い
て

六
六

（
六
〇
八
）

五

　
一
　
昭
和
の
十
年
代
が
始
ま
る
と
と
も
に
へ
從
來
、
幾
多
の
曲
折
を
経
て
獲
得
し
て
き
た
地
方
自
治
穫
は
次
第
に
侵
蝕
さ
れ
、
世
を
墨
げ
て

「
國
政
の
一
新
」
乃
至
「
抜
本
的
改
革
」
が
叫
ば
れ
た
。
し
か
し
、
現
實
に
國
政
の
歩
ん
だ
道
は
一
新
で
も
抜
本
的
改
革
で
も
な
く
、
軍
に
時
代

に
逆
行
し
軍
國
主
義
的
・
專
制
官
僚
統
制
的
國
家
へ
の
復
瞬
で
あ
つ
た
。

　
し
か
し
、
十
年
來
叫
ば
れ
綾
け
た
「
一
新
乃
至
抜
本
的
改
革
」
は
、
昭
和
廿
年
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
よ
り
思
わ
ぬ
方
向
へ
と
進
展
を
み
せ

た
。　

地
方
制
は
新
憲
法
の
審
議
中
從
來
の
地
方
制
改
正
の
形
で
、
さ
ら
に
、
地
方
自
治
法
と
し
て
從
來
と
異
つ
た
理
念
の
上
に
形
成
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
引
綾
き
お
び
た
だ
し
い
数
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
正
は
そ
の
基
本
方
針
に
よ
り
こ
れ
を
三
つ
の
時
期
に
分
つ
の
が
便
利
で

あ
る
。

　
二
第
一
期
に
お
け
る
改
正
は
、
新
憲
法
の
制
定
前
に
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
廿
一
年
法
律
第
廿
六
乃
至
廿
九
號
「
東
京
都
制

（
府
縣
制
・
市
制
・
町
村
制
）
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
よ
る
改
正
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
等
改
正
法
律
は
日
本
國
憲
法
（
當
時
草
案
）
第
八
章

に
示
さ
れ
た
地
方
自
治
の
精
神
を
帝
國
憲
法
下
に
お
い
て
實
現
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
右
改
正
法
は
成
立
當
時
す
で
に
過
渡
的

要
素
を
含
ん
で
い
た
。

　
こ
の
改
正
の
基
本
方
針
に
關
し
、
當
時
の
大
村
内
務
大
臣
は
、
①
地
方
自
治
團
膿
の
自
主
性
乃
至
目
律
性
の
彊
化
、
②
自
治
行
政
蓮
螢
方
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

改
善
、
⑧
地
方
行
政
事
務
執
行
の
公
正
確
保
、
の
三
黙
を
墾
げ
て
い
る
。

　
終
戦
後
に
お
け
る
こ
の
地
方
制
の
改
革
は
、
偉
統
的
な
地
方
制
を
打
破
し
今
後
の
地
方
自
治
の
あ
り
方
を
示
し
た
黙
ぎ
わ
め
て
劃
期
的
な
も
の

で
あ
る
。
、
こ
の
改
正
法
に
よ
り
從
來
の
公
民
の
観
念
は
住
民
に
切
換
え
ら
れ
、
こ
れ
に
と
も
な
い
選
墾
穫
・
被
選
墨
樺
は
薯
し
く
彊
張
さ
れ
、
ま



た
、
新
た
に
種
々
の
直
接
参
政
の
途
が
開
か
れ
た
。
一
方
、
こ
の
よ
う
な
人
民
自
治
樺
の
擾
張
と
共
に
、
地
方
團
腱
の
穫
限
行
使
に
封
す
る
國
よ

り
の
制
限
拘
束
は
大
幅
に
排
除
さ
れ
、
自
主
的
監
督
の
立
場
よ
り
各
地
方
團
艦
毎
に
選
奉
管
理
委
員
會
と
監
査
委
員
の
二
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。

　
な
お
、
こ
の
外
、
本
改
正
に
お
い
て
著
し
く
府
縣
の
地
位
が
攣
化
し
て
い
る
。
府
縣
の
完
全
自
治
髄
化
ー
市
町
村
化
1
が
こ
れ
で
あ
る
。

從
來
の
我
が
國
地
方
制
の
二
重
構
造
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
府
縣
の
完
全
自
治
膣
化
の
市
町
村
に
及
ぼ
す
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
劃
期
的
改
正
に
も
未
だ
奮
制
度
的
残
津
が
あ
る
と
非
難
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
非
難
は
特
に
公
選
府
縣
知
事
の
身
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

集
中
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
．
一
膣
、
公
選
知
事
の
身
分
は
國
の
中
央
機
關
に
直
屡
す
る
官
吏
と
な
さ
ず
に
、
公
吏
と
す
る
の
が
當
然
で
あ
ろ
う
。
し

か
る
に
、
政
府
原
案
（
府
縣
制
七
四
條
の
二
）
は
「
府
縣
　
知
事
ヲ
置
ク
、
府
縣
知
事
ハ
官
吏
ト
ス
。
」
と
い
う
官
吏
読
を
主
張
し
、
そ
の
根
檬
と
し

政
府
は
、
公
選
に
よ
る
知
事
の
選
出
の
結
果
「
所
謂
府
縣
割
捻
、
府
縣
ブ
質
ッ
ク
の
弊
害
を
助
長
し
、
食
糧
政
策
其
の
他
現
下
の
緊
要
な
る
國
家

諸
施
策
の
途
行
に
支
障
を
來
す
が
如
き
こ
と
な
か
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
府
縣
知
事
の
身
分
を
官
吏
と
致
し
、
以
て
國
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

的
要
講
と
地
方
的
要
求
と
の
間
に
適
當
な
る
調
和
あ
ら
し
め
る
こ
と
に
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
…
…
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
官
吏
読
は
何
を

意
昧
す
る
か
。
地
方
團
髄
に
封
す
る
國
の
監
督
穫
は
大
幅
に
整
理
さ
れ
た
と
い
え
、
市
町
村
に
封
す
る
第
一
次
監
督
機
關
は
府
縣
知
事
で
あ
る
。

故
に
、
府
縣
は
も
ち
ろ
ん
、
市
町
村
に
封
し
て
も
國
は
知
事
を
通
し
こ
れ
に
關
與
し
う
る
途
を
残
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
官
吏
読
は
傳
統

的
な
地
方
自
治
に
封
す
る
不
信
頼
、
官
僚
統
制
に
よ
る
地
方
行
政
の
推
進
を
企
圖
す
る
と
共
に
、
從
前
通
り
固
有
事
務
に
比
し
國
政
事
務
を
重
覗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
官
吏
読
は
改
正
法
に
お
い
て
「
府
縣
知
事
ハ
改
正
憲
法
施
行
ノ
日
マ
デ
官
吏
ト
ス
。
」
と
修
正
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

か
つ
、
政
府
は
新
憲
法
成
立
後
地
方
制
に
關
す
る
新
た
な
る
法
案
を
作
成
す
る
旨
公
約
す
る
に
い
た
つ
た
。

　
こ
の
外
、
本
改
正
に
お
い
て
解
決
で
ぎ
な
か
つ
た
重
要
問
題
と
し
て
、
國
政
事
務
と
地
方
事
務
の
配
分
お
よ
び
地
方
財
政
の
自
立
の
た
め
の
地

方
視
膿
系
の
根
本
的
改
革
の
間
題
が
あ
り
、
爾
後
の
改
正
は
こ
れ
ら
の
黙
を
中
心
と
し
論
議
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
（
1
）
　
衆
議
院
・
滲
議
院
法
制
局
編
「
目
本
國
憲
法
及
び
第
九
十
同
帝
國
議
會
通
過
法
律
審
議
要
録
」
一
七
一
頁
以
下
。

　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
攣
遷
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
（
六
〇
九
）



（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

我
が
國
地
方
制
の
憂
遷
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
　
（
六
｝
○
）

　
た
と
え
ば
、
　
「
新
制
度
は
從
來
の
官
治
的
中
央
集
椹
的
性
格
を
温
存
ぜ
し
め
る
恐
れ
の
あ
る
残
津
的
な
奮
制
度
が
残
つ
て
い
る
。
」
（
藤
田
武
夫
．
目
本
地

方
自
治
論
・
二
一
〇
頁
以
下
）
ま
た
ヤ
國
會
に
お
い
て
、
野
黛
は
勿
論
、
當
時
の
與
蕪
た
る
自
由
糞
内
の
少
肚
議
員
も
政
府
案
に
反
封
し
た
。
こ
の
間
の
事

情
に
つ
き
、
佐
藤
功
・
日
本
憲
法
十
二
講
・
二
七
〇
頁
以
下
、
ま
た
、
同
氏
の
「
最
近
に
於
け
る
行
政
機
構
の
改
革
◎
」
　
（
法
律
時
報
・
二
〇
巻
三
號
．
昭

和
二
三
年
・
四
二
頁
以
下
）

　
大
村
内
務
大
臣
の
提
案
理
由
設
朋
の
一
部
、
前
掲
審
議
要
録
一
七
五
頁
以
下
。

　
衆
議
院
に
お
い
て
、
前
出
七
四
條
の
二
が
創
除
さ
れ
、
本
條
丈
が
附
則
と
し
て
加
え
ら
れ
た
。

　
前
掲
審
議
要
録
一
八
六
頁
以
下
。

　
三
　
政
府
は
前
述
の
ご
と
き
公
約
に
し
た
が
い
、
地
方
制
度
調
査
會
を
設
け
、
新
憲
法
施
行
の
日
ま
で
に
新
立
法
を
完
成
す
べ
く
努
力
し
た
。

こ
の
地
方
制
度
調
査
會
は
政
府
の
諮
問
に
封
し
答
申
案
を
議
決
し
、
こ
の
答
申
案
に
基
き
翌
廿
三
年
三
月
十
一
日
に
は
地
方
自
治
法
案
要
綱
が
閣

議
で
決
定
さ
れ
、
第
九
十
二
帝
國
議
會
に
提
出
、
一
部
修
正
の
後
可
決
成
立
し
た
。
第
二
期
の
改
正
は
こ
の
地
方
自
治
法
の
制
定
に
始
ま
る
。

　
こ
の
法
律
の
制
定
お
よ
び
そ
の
獲
展
彊
化
現
象
と
し
て
の
同
法
の
そ
の
後
の
改
正
は
、
さ
き
に
の
べ
た
地
方
制
一
部
改
正
の
さ
い
掲
げ
ら
れ
た

根
本
理
念
の
推
進
で
あ
る
と
共
に
、
さ
き
の
改
正
の
さ
い
残
置
さ
れ
た
挾
雑
物
の
排
除
で
も
あ
つ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
大
な
る
攣
化
が
生
じ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
法
は
憲
法
の
明
文
の
規
定
に
よ
る
保
障
の
も
と
に
成
立
し
た
こ
と
鴫
。
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
、
こ
の
地
方
自
治
法
の
基
本
原
則
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
つ
き
政
府
は
、
「
①
地
方
團
鰐
の
自
主
性
及
び
自
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

性
の
彊
化
、
②
地
方
分
椹
の
徹
底
彊
化
、
⑧
行
政
執
行
の
能
奉
化
と
そ
の
公
正
の
確
保
」
の
三
を
暴
げ
て
い
る
。

　
こ
れ
等
三
黙
は
地
方
自
治
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
具
髄
化
さ
れ
た
か
。
ま
た
、
さ
き
の
一
部
改
正
に
比
較
し
て
本
法
は
ど
れ
だ
け
の
進
歩
が

あ
つ
た
か
。
紙
面
の
關
係
上
こ
こ
に
は
そ
の
詳
細
を
述
べ
え
な
い
が
、
最
も
重
要
な
る
こ
と
は
、
本
法
に
よ
り
知
事
が
公
吏
と
な
つ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
一
髄
、
こ
の
知
事
の
公
吏
化
は
我
が
國
に
お
い
て
或
る
意
味
で
「
最
も
典
型
的
な
官
吏
で
あ
つ
た
と
さ
え
い
い
う
る
府
縣
知
事
を
思

う
な
ら
ば
、
こ
の
修
正
は
政
窯
の
進
出
、
官
僚
の
後
退
、
民
主
主
義
政
治
の
進
展
、
中
央
集
椹
的
官
僚
制
度
の
稠
落
等
々
、
多
く
の
意
味
を
集
豹



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

的
に
現
わ
す
も
の
で
あ
り
、
」
市
町
村
に
と
り
て
も
か
つ
て
の
第
一
次
國
家
監
督
機
關
の
清
滅
ば
影
響
す
る
庭
が
大
き
い
。

　
こ
の
外
、
地
方
自
治
法
制
定
に
さ
い
し
、
①
都
道
府
縣
の
匿
域
の
整
備
統
合
、
②
中
央
行
政
官
磨
の
地
方
出
先
機
關
の
整
理
、
⑧
警
察
法
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

案
、
④
公
務
員
法
の
立
案
等
、
が
附
帯
決
議
と
し
て
な
さ
れ
た
。

　
要
す
る
に
、
こ
の
地
方
自
治
法
の
制
定
は
憲
法
の
も
と
地
方
自
治
法
に
よ
り
地
方
自
治
の
枠
が
定
め
ら
れ
、
，
地
方
分
権
の
徹
底
を
は
か
ら
ん
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
さ
き
の
地
方
制
の
改
正
（
昭
和
廿
一
年
法
律
廿
六
ー
廿
九
號
）
は
人
民
自
治
穫
の
擾
張
を
主
眼
と
し
地
方
自
治
法

の
制
定
は
團
髄
自
治
の
接
張
を
第
一
と
す
る
。
し
か
し
乍
ら
、
他
面
に
お
い
て
か
か
る
地
方
制
度
の
改
正
方
針
に
封
す
る
抵
抗
も
決
し
て
存
在

し
な
い
課
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
治
團
髄
内
部
に
お
い
て
は
、
か
か
る
目
治
法
の
受
入
態
勢
が
殆
ん
ど
な
く
、
一
方
、
中
央
政
府
の
側
よ
り

す
れ
ば
、
地
方
自
治
に
封
す
る
不
信
頼
と
い
う
根
彊
き
傳
統
が
作
用
し
、
す
べ
て
の
事
務
を
一
慮
國
の
事
務
と
み
る
傾
向
は
ぬ
ぐ
い
き
れ
ず
、
ま

た
、
府
縣
割
擦
を
招
く
こ
と
を
お
そ
れ
官
僚
に
よ
る
國
政
執
行
の
手
段
と
し
て
、
現
實
に
は
國
の
地
方
行
政
機
關
（
中
央
の
出
先
機
關
）
の
濫
設
を

促
す
こ
と
と
な
つ
た
。

　
右
の
．
こ
と
く
、
新
憲
法
お
よ
び
地
方
自
治
法
の
制
定
・
施
行
に
よ
り
わ
が
國
の
地
方
制
の
根
本
は
確
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
規
定
は
き
わ

め
て
劃
期
的
で
あ
つ
た
た
め
そ
の
實
施
に
よ
つ
て
種
々
の
不
都
合
が
焚
見
さ
れ
た
こ
と
、
新
憲
法
に
と
も
な
う
他
の
各
種
法
制
の
改
革
に
よ
り
地

方
自
治
法
自
髄
の
う
ち
に
不
備
不
完
を
生
じ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
な
地
方
自
治
制
定
に
さ
い
し
、
完
全
に
は
除
去
し
え
な
か
つ
た
封

立
思
想
を
漸
進
的
に
克
服
す
る
必
要
が
あ
つ
た
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
、
本
法
は
制
定
當
初
の
姿
で
止
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
り
、
第
一
同
國
會

以
來
改
正
に
つ
ぐ
改
正
法
律
が
制
定
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
。

　
先
ず
、
地
方
自
治
法
の
第
一
次
改
正
は
第
一
同
國
會
に
お
い
て
成
立
し
た
同
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
廿
二
年
法
律
第
百
六
＋
九
號
）
に

よ
つ
て
な
さ
れ
た
。

　
こ
の
改
正
の
基
本
方
針
は
、
あ
く
ま
で
も
地
方
分
権
の
彊
化
で
あ
り
、
團
髄
自
治
擢
の
擾
張
で
あ
る
。
こ
れ
を
具
膣
的
に
法
文
に
つ
い
て
み
る

　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
攣
遷
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
　
（
六
一
一
）



　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
攣
蓬
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
　
（
六
一
二
）

と
、
地
方
團
鰹
の
庭
理
し
う
る
事
務
と
國
政
事
務
の
配
分
の
明
確
化
で
あ
り
、
地
方
團
驚
庭
理
事
務
の
範
園
の
接
大
へ
の
努
力
の
跡
が
み
え
（
二

（
4
）

條
）
、
こ
の
地
方
團
髄
の
庭
理
事
務
に
實
効
性
を
附
與
す
る
た
め
條
例
規
則
に
罰
則
を
設
け
る
こ
と
を
認
め
た
（
一
四
・
一
五
條
）
。
　
一
方
、
地
方
團

艦
の
獅
立
に
封
し
嵌
く
こ
と
の
で
ぎ
ぬ
地
方
財
政
の
濁
立
を
は
か
り
（
三
δ
二
三
九
條
等
）
、
ま
た
、
從
來
の
懸
案
で
あ
つ
た
國
の
地
方
行
政
機

關
設
置
に
勤
す
る
抑
制
方
法
を
明
文
を
も
つ
て
規
定
し
て
い
る
（
一
五
六
條
二
項
）
。
こ
の
外
、
地
方
團
盤
の
自
主
性
確
立
の
た
め
、
地
方
團
艦
に

封
す
る
國
の
監
督
権
の
極
度
の
整
理
、
さ
ら
に
、
マ
ン
デ
イ
マ
ス
・
プ
・
シ
ー
デ
イ
ン
グ
の
探
用
に
よ
る
國
・
都
道
府
縣
知
事
・
市
町
村
長
の
地

位
の
李
等
化
（
一
四
六
條
）
等
に
お
い
て
本
改
正
の
特
色
を
し
り
う
る
。

　
こ
の
外
、
同
國
會
に
お
い
て
軍
行
法
と
し
て
警
察
法
・
地
方
財
政
委
員
會
法
・
内
務
省
の
慶
止
に
關
す
る
法
律
等
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
相
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

つ
て
地
方
自
治
椹
の
彊
化
徹
底
の
た
め
一
段
の
努
力
が
加
え
ら
れ
た
。

　
績
い
て
、
第
二
同
國
會
に
お
い
て
も
ま
た
ま
た
地
方
自
治
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
廿
三
年
法
律
第
百
七
＋
九
號
）
。
こ
の
第
二
次
改

正
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
第
一
女
改
正
と
そ
の
企
圖
を
同
じ
く
し
、
地
方
分
櫨
の
一
暦
徹
底
彊
化
に
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
最
も
基
本

的
な
間
題
た
る
國
政
事
務
ど
自
治
團
艦
の
庭
理
し
う
る
事
務
の
配
分
に
か
ん
し
、
法
二
條
に
自
治
團
膣
の
虚
理
し
う
る
主
要
事
務
廿
一
項
目
を
あ

げ
る
と
共
に
、
同
條
第
四
項
に
國
が
專
属
庭
理
す
る
事
務
を
例
示
し
自
治
権
の
内
容
お
よ
び
限
界
を
明
文
を
も
つ
て
示
さ
ん
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
外
、
本
改
正
に
お
い
て
は
地
方
團
髄
の
腐
敗
行
爲
防
止
封
策
が
重
要
事
項
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
に
い
た
つ
た
。
こ
の
防
止
封
策
と
し
て

具
髄
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の
は
、
地
方
公
共
團
膿
の
長
そ
の
他
執
行
部
に
よ
る
不
法
な
財
産
塵
理
に
謝
す
る
當
該
佳
民
の
監
査
請
求
、
お
よ
び
、

こ
れ
に
關
す
る
訴
訟
（
い
わ
ゆ
る
納
税
者
訴
訟
）
1
二
四
三
條
の
二
1
ー
等
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
地
方
團
膿
の
自
主
自
立
性
を
充
分
考
慮
に
い

れ
た
制
度
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
第
九
十
二
帝
國
議
會
に
お
け
る
地
方
自
治
法
提
案
理
由
参
照
（
第
九
十
二
同
帝
國
議
會
通
過
法
律
審
議
要
録
二
三
五
頁
）
。

　
（
2
）
　
佐
藤
功
、
目
本
國
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治
．
（
目
本
國
憲
法
＋
二
講
）
二
七
一
頁
。



　
（
3
）
　
同
議
會
に
お
け
る
衆
議
院
地
方
自
治
法
案
委
員
會
委
員
長
報
告
参
照
（
前
掲
審
議
要
録
二
四
…
貝
）
。

　
（
4
）
從
來
地
方
園
艦
の
虎
理
し
う
る
事
務
は
、
公
共
事
務
（
固
有
事
務
）
お
よ
び
委
任
事
務
の
二
種
に
わ
け
方
れ
て
い
た
。
本
改
正
に
お
い
て
新
た
に
第
三
種

　
　
　
の
事
務
た
る
行
政
事
務
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
事
務
自
膿
に
っ
い
て
種
々
の
疑
問
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
從
來
は
國
政
事
務
中
心
主
義
と
な
り
が

　
　
　
ち
な
の
に
封
し
地
方
團
騰
虎
理
事
務
を
優
先
せ
し
め
る
こ
と
を
朋
丈
を
以
て
指
摘
し
た
鮎
意
義
が
あ
る
。

　
　
（
5
）
　
本
改
正
に
つ
い
て
自
治
研
究
第
二
四
巻
一
・
三
・
四
・
五
號
に
鈴
木
俊
一
氏
の
詳
細
な
る
解
説
が
あ
る
。

　
四
　
以
上
述
べ
た
改
正
の
後
に
も
、
地
方
自
治
法
は
な
お
し
ば
し
ば
改
正
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
等
は
制
度
的
に
み
れ
ば
從
來
の
制

度
に
封
し
最
早
何
等
の
進
歩
を
も
示
す
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
行
制
度
の
内
容
の
整
備
（
あ
る
い
は
自
治
穫
退
歩
の
萌
芽
と
も
い
い
う
る
か
も
し

れ
ぬ
f
l
何
れ
が
よ
り
委
當
な
名
稻
で
あ
る
か
は
今
後
の
地
方
制
度
の
推
移
如
何
に
よ
る
が
ー
）
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
い
い
う
る
。
こ
れ
等
地
方
自
治
法
の

改
正
が
、
地
方
制
度
改
正
の
第
三
期
と
な
る
。
こ
の
時
期
の
特
色
は
、
現
行
制
度
の
法
制
的
形
式
と
甦
會
的
條
件
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
如
何
に
す
べ
き

か
、
と
い
う
形
で
問
題
が
提
起
さ
れ
、
各
方
面
か
ら
籔
多
く
の
意
見
が
提
出
さ
れ
た
（
こ
れ
ら
は
制
度
北
さ
れ
て
い
な
い
が
）
貼
に
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
こ
の
時
期
に
お
い
て
始
め
て
意
識
さ
れ
だ
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
當
時
の
市
町
村
に
お
け
る
な
か
ば

暴
力
化
さ
れ
た
リ
コ
ー
π
と
市
町
村
分
離
問
題
が
特
に
こ
の
意
識
を
ク
・
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
て
き
た
ゆ

　
一
方
、
昭
和
廿
四
年
秋
に
は
シ
ャ
ウ
プ
使
節
團
日
本
税
制
報
告
書
が
獲
表
さ
れ
、
こ
れ
に
關
聯
し
て
事
務
再
配
分
に
關
す
る
勧
告
が
公
表
さ
れ

て
い
る
。
事
務
再
配
分
の
問
題
解
決
の
た
め
に
は
、
國
と
地
方
團
膿
の
關
係
を
ど
う
み
る
か
、
現
代
日
本
に
お
け
る
地
方
分
穫
の
本
質
は
い
か
に

あ
る
べ
き
か
、
地
方
自
治
の
限
界
は
ど
こ
に
こ
れ
を
設
く
べ
き
か
等
々
の
基
本
的
問
題
解
決
の
必
要
が
當
然
生
じ
、
こ
の
方
面
よ
り
し
て
も
亦
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ヤ
ッ
プ
を
深
く
認
識
せ
ざ
る
を
え
ぬ
朕
態
に
た
ち
い
た
つ
た
。

　
し
か
し
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
な
さ
れ
て
以
來
、
當
時
の
特
殊
な
政
治
情
勢
も
あ
り
こ
の
勧
告
の
線
に
し
た
が
い
地
方
制
度
改
革
が
準
備
さ
れ
た

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
勧
告
の
要
旨
昌
す
る
と
こ
ろ
は
、
①
行
政
責
任
明
確
化
の
原
則
、
②
能
峯
の
原
則
、
⑧
地
方
公
共
團
艦
優
先
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

市
町
村
優
先
の
原
則
の
三
で
あ
り
、
こ
の
三
原
則
を
具
膣
化
す
る
た
め
に
地
方
行
政
調
査
委
員
會
議
が
設
け
ら
れ
、
昭
和
廿
五
年
十
二
月
（
＋
二

　
　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
攣
遷
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
」
　
　
　
（
六
＝
二
）



　
　
　
我
が
國
地
方
欄
の
攣
遜
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
（
六
一
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

日
）
に
は
本
會
議
か
ら
衆
参
爾
院
議
長
お
よ
び
内
閣
総
理
大
臣
に
封
し
行
政
事
務
再
配
分
に
闘
す
る
勧
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
渤
告
は
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
原
則
と
し
、
e
徹
底
的
な
地
方
分
穫
（
殊
に
市
町
村
優
先
）
を
企
圖
す
る
も
の
で
あ
り
、
從
來
の
地
方
制
改
正
方

針
を
一
暦
進
展
さ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
翌
廿
六
年
八
月
（
一
四
目
）
に
は
政
令
諮
問
委
員
會
か
ら
行
政
制
度
の
改
革
に
關

　
　
　
　
（
4
）

す
る
答
申
が
な
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
政
令
諮
問
委
員
會
は
リ
ジ
ィ
ウ
エ
イ
聲
明
（
廿
六
年
五
月
三
目
）
に
基
き
、
講
和
後
の
わ
が
國
の

自
主
自
立
膣
制
確
立
の
準
備
の
た
め
從
來
の
占
領
管
理
下
に
行
わ
れ
諸
政
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
會
で
あ
つ
た
。
而
し
て
A
こ
の
爾
委
員
會

の
勧
告
乃
至
答
申
の
間
に
は
お
の
ず
か
ら
異
つ
た
意
見
が
現
わ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
の
差
異
は
爾
委
員
會
の
性
格
！
一
方
は
地
方
行
政
自
髄

を
封
象
と
し
、
從
來
の
地
方
行
政
制
度
の
完
成
で
あ
る
の
に
封
し
、
他
方
は
國
政
全
髄
を
翌
象
と
し
、
し
た
が
つ
て
地
方
行
政
を
國
政
の
一
環
と

し
て
み
、
地
方
行
政
制
度
を
我
が
國
の
現
朕
に
印
し
て
検
討
修
正
し
よ
う
と
す
る
　
　
よ
り
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
地
方
制
度
改
革
に
封
す
る

意
見
の
攣
遷
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
二
つ
の
勧
告
の
具
髄
的
な
差
異
は
何
庭
に
存
す
る
か
。
第
一
に
、
地
方
行
政
調
査
委
員
會
議
の
勧
告
は
現
存
す
る
地
方
行
政
事
務

を
合
理
的
能
率
的
に
分
配
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
り
、
政
令
諮
問
委
員
禽
の
渤
告
は
行
政
事
務
お
よ
び
機
構
を
縮
小
し
、
し
か
る
後
合
理
的
能
牽
的

な
分
配
を
な
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
地
方
行
政
調
査
委
員
會
議
は
行
政
事
務
を
徹
底
的
に
地
方
團
髄
に
委
譲
せ
ん
と
す
る
が
、
政
令

諮
問
委
員
會
は
一
定
椹
限
を
國
に
留
保
せ
ん
と
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
第
三
に
、
前
者
は
市
町
村
に
重
黙
を
置
く
が
、
後
者
は
國
・
都
道
府
縣
・

市
町
村
の
間
に
必
ず
し
も
前
者
の
ご
と
き
優
劣
を
認
め
ぬ
。
第
四
に
、
地
方
行
政
調
査
委
員
會
議
は
地
方
團
膿
の
責
任
に
お
い
て
な
さ
れ
る
事
務

k
封
し
占
國
の
監
督
権
を
徹
底
的
に
排
斥
す
る
が
、
政
令
諮
間
委
員
會
は
か
か
る
場
合
に
も
或
る
程
度
中
央
行
政
機
關
に
指
揮
監
督
穫
を
認
め
よ

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

う
と
す
る
等
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
二
委
員
會
の
勧
告
乃
至
答
申
を
参
考
と
し
、
昔
七
年
八
月
（
一
五
日
）
に
は
ま
た
ま
た
地
方
自
治
法
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
第

三
次
改
正
（
灘
飾
一
甜
知
辮
）
の
基
本
精
紳
は
、
e
戦
後
新
自
治
制
の
基
調
で
あ
る
地
方
公
共
團
盟
の
自
主
性
を
い
よ
い
よ
彊
化
し
民
主
主
義
の
基



盤
た
る
地
方
自
治
の
根
基
を
培
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
⇔
講
和
後
の
新
事
態
に
封
塵
す
べ
く
、
叉
國
民
負
措
を
少
し
で
も
輕
滅
す
る
た
め
、

地
方
公
共
團
膿
の
組
織
及
び
運
螢
の
簡
素
化
及
び
能
率
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
法
の
蓮
用
の
實
績
に
徴
し
て
地
方
公
共
團
髄
の
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

及
び
運
螢
を
眞
に
合
理
的
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
本
改
正
法
に
お
い
て
も
年
來
の
改
正
に
か
ん
す
る
念
願
で
あ
つ
た
事
務
の
再
配
分
に
關
す
る
事
項
は
、
再
び
延
期
さ
れ
る
に
い
た
つ

た
。
す
な
わ
ち
、
本
改
正
で
は
年
々
檜
加
の
傾
向
に
あ
る
國
の
委
任
事
務
を
清
極
的
に
防
止
せ
ん
と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
積
極
的
な
再
配
分
は
委

任
事
務
の
現
朕
を
別
表
に
掲
げ
、
も
つ
て
世
論
を
喚
起
し
、
こ
の
事
項
に
か
ん
す
る
改
正
を
將
來
に
期
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。

（
1
）
　
長
濱
、
前
娼
三
四
頁
以
下
。

（
2
）
　
シ
ャ
ウ
プ
勘
告
書
に
は
行
政
事
務
再
配
分
の
原
則
と
し
て
、

　
　
①
あ
た
う
限
り
又
は
實
行
で
き
る
限
P
、
三
段
階
の
行
政
機
關
の
事
務
は
明
確
に
匪
別
し
て
、
一
段
階
の
行
政
機
關
に
は
一
つ
の
特
定
の
事
務
が
も
つ
ぱ
ら

　
　
割
り
當
て
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
段
階
の
行
政
機
關
に
、
そ
の
事
務
を
途
行
し
且
つ
一
般
的
財
源
に
よ
つ
て
こ
れ
を
ま
か
な
う
こ
と

　
　
に
っ
い
て
全
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
②
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
は
、
そ
れ
を
能
率
的
に
途
行
す
る
た
め
に
、
そ
の
規
模
、
能
力
及
び
財
源
に
よ
つ
て
準
備
の
整
つ
て
い
る
い
ず
れ
か
の
段
階
の
行
政
機

　
　
關
に
割
り
當
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
③
地
方
自
治
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
は
、
適
當
な
最
低
段
階
の
行
政
機
關
に
與
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
市
町
村
の
適
當
に
途
行
で
き
逐
事
務
は
、
都
道

　
　
府
縣
又
は
國
に
與
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
市
町
村
に
は
第
一
の
優
先
権
が
與
え
ら
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
は
、
都
道
府
縣
に
優
先
椹
が
與
え
ら
れ
、

　
　
中
央
政
府
は
、
地
方
の
指
揮
下
で
は
有
効
に
虚
理
で
き
な
い
事
務
だ
け
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
の
べ
て
い
る
。

（
3
）
　
本
勧
告
の
全
丈
は
、
原
龍
之
助
教
授
の
「
地
方
行
政
改
革
の
基
本
問
題
」
に
附
録
と
し
て
、
或
い
は
、
自
治
研
究
（
廿
七
巻
一
號
－
昭
和
廿
六
年
）
に
贅

　
　
料
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
翌
廿
六
年
九
月
廿
二
目
に
は
、
行
政
事
務
再
配
分
に
關
す
る
第
二
次
勧
告
が
提
出
さ
れ
た
（
自
治
碑
究
廿
七
巻
i

　
　
昭
和
廿
六
年
－
1
十
號
七
四
頁
以
下
に
第
二
次
渤
告
の
全
丈
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
。

（
4
）
　
本
答
申
の
全
丈
に
つ
い
て
は
「
公
法
砺
究
」
（
六
號
）
滲
照
。

（
5
）
　
鈴
木
俊
一
「
自
治
制
に
關
す
る
二
つ
の
勧
告
」
（
自
治
碑
究
　
廿
八
巻
ー
昭
和
廿
七
年
－
一
號
　
一
五
頁
以
下
）
。

（
6
）
　
鈴
木
俊
一
「
改
正
地
方
自
治
法
の
概
要
」
　
（
自
治
碑
究
　
廿
八
巻
十
號
　
一
一
頁
以
下
）
。

　
　
我
が
國
地
方
制
の
憂
遜
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
（
六
一
五
）



　
　
　
我
が
國
地
方
制
の
憂
遷
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
　
　
（
六
一
六
）

　
五
　
右
に
述
べ
き
た
つ
た
ご
と
く
、
終
戦
後
の
我
が
國
地
方
制
は
先
ず
地
方
團
髄
の
罐
限
の
疲
張
に
カ
が
つ
く
さ
れ
た
が
、
漸
次
こ
れ
に
封
す

る
批
剰
的
傾
向
も
生
じ
地
方
自
治
椹
の
限
界
を
い
か
に
定
め
る
か
が
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
だ
し
た
。
こ
れ
に
封
し
自
治
権
擾
張
論
者
も
形

式
的
な
制
度
の
確
立
の
他
に
、
實
質
的
な
地
方
團
鰹
の
庭
理
す
る
事
務
を
且
ハ
腱
的
に
如
何
に
定
め
る
か
に
意
を
用
い
爾
々
相
侯
つ
て
自
治
椹
の
完

成
へ
と
努
め
た
。
一
方
、
新
憲
法
施
行
當
初
は
地
方
制
度
に
封
す
る
意
見
は
市
町
村
に
重
黙
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
府
縣
に
そ
の
重
難
が

移
行
し
つ
つ
あ
る
ご
と
く
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
こ
の
攣
化
も
見
逃
す
こ
と
の
で
き
ぬ
現
象
で
は
な
か
ろ
う
か
。

幽1、

　
か
つ
て
、
宇
賀
田
教
授
は
自
治
の
要
素
を
分
析
し
、
地
方
團
留
に
組
織
法
上
國
か
ら
凋
立
な
る
法
人
格
を
與
え
る
こ
と
の
外
に
、
團
髄
自
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

機
關
と
事
務
と
を
も
た
せ
、
か
つ
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
こ
れ
を
行
わ
し
め
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
た
。
こ
の
観
黙
に
た
つ
と
き
、

奮
憲
法
下
の
地
方
團
膣
は
組
織
法
上
國
の
中
央
官
聴
と
匿
別
せ
ら
れ
惹
が
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
事
務
を
行
う
と
い
う
黙
に
多
く
の
制
限
を
う

け
、
き
わ
め
て
不
完
全
な
自
治
形
態
を
な
し
て
い
た
。
新
憲
法
下
の
地
方
制
は
一
感
こ
れ
等
の
要
素
を
充
足
し
、
制
度
的
に
ほ
ぼ
完
成
せ
ら
れ

た
。
し
か
る
に
、
地
方
制
度
は
頻
々
と
改
正
せ
ら
れ
將
來
も
亦
多
く
の
改
正
を
み
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
地
方
佳
民
の
現
實
の
生
活
と
眞
に

マ
ッ
チ
し
た
地
方
制
度
の
確
立
を
み
な
い
限
り
不
可
避
的
な
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
自
治
の
本
質
を
機
能
的
に
分
析
す
れ
ば
ま
さ
に
宇
賀
田
教
授
の
い
わ
れ
る
．
こ
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
段
階
に
お
い
て
な
さ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
い
い
ふ
る
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
　
「
心
理
的
隣
保
團
結
」
の
再
認
識
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
語
を
忘
れ
て
自
治
は
成
立

し
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
在
の
．
こ
と
ぎ
行
政
的
自
治
に
止
あ
ず
肚
會
的
維
濟
的
自
治
活
動
の
促
進
に
つ
と
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

治
を
考
え
る
と
き
、
團
腱
自
治
と
人
民
自
治
の
關
聯
性
を
見
落
し
え
ぬ
こ
と
は
、
由
上
教
授
の
指
摘
せ
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ

が
國
の
現
状
は
後
進
國
の
故
に
、
團
髄
自
治
の
確
立
に
の
み
急
で
、
人
民
自
治
の
育
成
は
甚
だ
な
お
ざ
り
に
せ
ら
れ
て
ぎ
た
。
團
鰹
自
治
の
み
存



す
る
地
方
自
治
は
自
治
の
形
骸
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
え
た
る
地
方
分
穫
は
封
建
翻
下
の
精
神
と
な
ん
ら
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
人
民
自
治
の
育
成

を
忘
れ
地
方
制
度
の
改
正
に
の
み
つ
と
め
る
の
は
、
徒
ら
に
地
方
政
を
混
観
に
陥
れ
、
釜
な
き
こ
と
で
あ
る
。

　
　
（
1
）
　
宇
賀
田
順
三
「
地
方
自
治
の
基
本
問
題
」
二
三
八
頁
。

　
　
（
2
）
　
こ
の
黙
を
指
摘
し
た
論
丈
と
し
て
、
古
く
は
入
江
俊
郎
氏
の
「
府
縣
論
」
『
（
自
治
制
獲
布
五
＋
周
年
諭
丈
集
掲
載
）
、
最
近
の
も
の
と
し
、
　
「
自
治
研
究
」

　
　
　
　
揚
載
の
小
林
與
三
家
氏
・
岸
昌
氏
の
諸
論
丈
が
あ
る
。

　
　
（
3
）
　
田
上
穣
治
「
地
方
自
治
の
意
義
」
　
（
自
由
椹
・
自
治
椹
及
び
自
然
法
）
九
四
頁
。

　
　
　
1
ー
本
稿
は
慶
懸
義
塾
學
事
振
興
資
金
（
昭
和
廿
七
年
度
）
に
基
く
硯
究
の
一
部
で
あ
る
ー
ー

我
が
國
地
方
制
の
憂
遷
に
つ
い
て

七
盃

（
六
一
七
）


